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様式２－１－１ 国立研究開発法人 年度評価 評価の概要様式 

１．評価対象に関する事項 

法人名 国立研究開発法人海上技術安全研究所 

評価対象事業年

度 

年度評価 平成２６年度（第３期） 

中長期目標期間 平成２３～２７年度 

 

２．評価の実施者に関する事項 

主務大臣 国土交通省 

 法人所管部局 海事局 担当課、責任者 海洋・環境政策課 課長 大谷 雅実 

 評価点検部局  政策統括官 担当課、責任者 政策評価官 山田輝希 

 

３．評価の実施に関する事項 

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、研究開発に関する審議会からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載） 

6/25 実地調査及び理事長・監事ヒアリングを実施 

6/30 研究開発法人審議会部会から意見聴取 

 

 

 

 

４．その他評価に関する重要事項 

（目標・計画の変更、評価対象法人に係る重要な変化、評価体制の変更に関する事項などを記載） 

独立行政法人通則法の改正により、平成２７年４月から国立研究開発法人海上技術安全研究所となる。 
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様式２－１－２ 国立研究開発法人 年度評価 総合評定様式 

１．全体の評定 

評定 

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ，

Ｄ） 

Ｂ Ｈ23 年度 Ｈ24 年度 Ｈ25 年度 

Ａ Ａ Ａ 

評定に至った理由 項目別評定の算術平均に最も近い判定による。 

 

２．法人全体に対する評価 

（各項目別評価、法人全体としての業務運営状況等を踏まえ、国立研究開発法人の「研究開発成果の最大化」に向けた法人全体の評価を記述。その際、法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因な

ど、法人全体の評価に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事項、災害対応など、目標、計画になく項目別評定に反映されていない事項などについても適切に記載） 

 

 海上技術安全研究所は、海事行政や海運・造船業界の要請に応えて研究開発を実施し、また、ＩＭＯを通してその成果を国際的基準として策定するための活動を実施し、業務運営は良好な状況にあ

る。研究の重点化や科研費を始めとする外部資金の獲得に積極的に取り組むなど、「研究開発成果の最大化」に向けて経営努力が認められる。また、行政・業界からの評価も高く、「研究開発成果の最

大化」に向け順調な実施状況であると言える。 

 

 

 

３．項目別評価の主な課題、改善事項等 

（項目別評価で指摘した主な課題、改善事項等で、翌年度以降のフォローアップが必要な事項等を記載。中長期計画及び現時点の年度計画の変更が必要となる事項があれば必ず記載。項目別評価で示

された主な助言、警告等があれば記載） 

 

４．その他事項 

研究開発に関する審議

会の主な意見 

・海事産業界への科学技術的ソリューションの提供というミッションが明確化されてきた。今後とも産官学の連携と役割分担を意識していって欲しい。 

・国の施策に合致した研究を進めており、各分野で十分な成果を出していることや国際的に貢献し、日本の技術を発信していることは高く評価できる。ただ、国の意向に沿う

だけでなく、本質的に必要な提案も行うような研究も検討して頂きたい。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認められ、着実な業務運営がなされている。 

・社会の要請に対応した優れた研究成果をあげており、高く評価できる。 

・多岐に渡るテーマをしっかりとかつ着実に実施している。 

・「テーマの重点化を図るべきか否か」「現場への展開をどのように推進していくのか」「研究者のキャリアパスとして分野をまたがるローテーションや企画部の強化」などが、

今後の検討すべき項目となろう。 

 

 

監事の主な意見 （監事の意見で特に記載が必要な事項があれば記載） 

・実験施設が古いものが多いので、安全面から更新を計画的に実施することが必要。 

 

 



1 
 

業務実績等報告書様式２－１－３ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定総括表様式 

 

中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目

別調

書№ 

備考 
 

 中長期目標（中長期計画） 年度評価 項目別

調書№ 
備考 

 ２３

年度 
２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
    ２３

年度 
２４

年度 
２５

年度 
２６

年度 
２７

年度 
  

Ⅰ．研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項  Ⅱ．業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置  
 １．研究マネジメントの充

実と研究成果の促進 
Ａ 

(Ｂ) 
Ｓ 

(Ａ) 
Ｓ 

(Ａ) 
 
Ａ 
 

 
－ 

  1-1    業務運営の効率化に関する目

標を達成するためにとるべき

措置 

Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

 

Ｂ 

 
－ 

  2-1  

                      
２．政策課題解決のために

重点的に取り組む研究 
                     

 海上輸送の安全の確保 Ｓ 
(Ａ) 

Ｓ 
(Ａ) 

Ｓ 
(Ａ) 

 
Ａ 

 
－ 

  1-2-1              

 海洋環境の保全 Ｓ 
(Ａ) 

Ｓ 
(Ａ) 

Ｓ 
(Ａ) 

 
Ｂ 

 
－ 

  1-2-2              

  海洋の開発 Ｓ 
(Ａ) 

Ｓ 
(Ａ) 

Ａ 
(Ｂ) 

 
Ｂ 

 
－ 

  1-2-3              

 海上輸送の高度化 Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

 
Ｂ 

 
－ 

  1-2-4              

                      
３．戦略的な国際活動の推

進 
Ａ 

(Ｂ) 
Ｓ 

(Ａ) 
Ｓ 

(Ａ) 
 
Ｂ 

 
－ 

  1-3              

                       
            Ⅲ．財務等に関する事項 

             財務等に関する事項 Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

Ａ 
(Ｂ) 

 

Ｂ 

 
－ 

  3-1  

                      
                      
                      

                       
            Ⅳ．その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項 

             その他主務省令で定める業務

運営に関する重要事項 
Ａ 

(Ｂ) 
Ａ 

(Ｂ) 
Ａ 

(Ｂ) 
 

Ｂ 

 
－ 

   
4-1 

 

                      
                      

                       
※重要度を「高」と設定している項目については各評語の横に「○」を付す。 

難易度を「高」と設定している項目については各評語に下線を引く。 
業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 
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１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－１ １．研究マネジメントの充実と研究成果の促進 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
－ 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度           

研修員の受

け入れ 
40 名 39 名 37 名 52 名 44 名 －   予算額（千円）        

共同研究及

び受託研究 
154 件 188 件 210 件 215 件 192 件 －   決算額（千円）        

競争的資金 
 

25 件 47 件 44 件 43 件 58 件 －   経常費用（千円）        

実験公開等 
 

6 回 6 回 6 回 6 回 6 回 －   経常利益（千円）        

所外発表 312 件 402 件 405 件 455 件 457 件 －   行政サービス実施コ

スト（千円） 
       

 
知的財産出

願・登録 
49 件 50 件 50 件 52 件 51 件 －   従事人員数        

 
英文論文数 
 

100 件 126 件 135 件 134 件 160 件 －           

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 経営資源を一層有効

に活用し、確実に質

の高い成果を得るた

め、海事政策を取り

巻く環境を踏まえ

て、戦略的に研究の

企画立案を行うとと

もに、研究マネジメ

ントの充実、外部か

(１) 研究マネジ

メントの充実と外

部連携の強化 

① 戦略的企画 

海事行政に係る政

策課題を的確に把

握し研究への橋渡

しをするととも

に、研究成果と課

(１) 研究マネジ

メントの充実と外

部連携の強化 

① 戦略的企画 

海事行政に係る政

策課題を的確に把

握し研究への橋渡

しをするととも

に、研究成果と課

１．評価軸 

○プロジェクトの

実施状況、新たな

技術動向等にも機

動的に対応し、実

施体制等の柔軟な

見直しが図られて

いるか 

○国内外の大学・

＜主な業務実績等＞ 

（１）研究マネジメン

トの充実と外部連携の

強化 

①戦略的企画 

〇国が科学技術イノベ

ーションを実現するた

めに進める「戦略的イ

ノベーション創造プロ

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

〇研究マネジメントの充実と

強化について、「戦略的イノベ

ーション創造プログラム

（SIP）」に参画するとともに、

必要な体制整備を行うなど行

政ニーズに対応した組織運営

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
・２６年度から開始された国の戦略的イノベーションプログラムに課題を提案し、海

底熱水鉱床等の効率的な広域探査を可能とする「ＡＵＶ複数運用手法等の研究開発」

が採択されたこと、さらに、洋上天然ガス生産システムの安全基準の策定、航路標識

の腐食劣化診断方法の開発等、政策課題を的確に把握し、戦略的な研究課題の企画が

なされていること。 

 

・運輸安全委員会等の実施する海難事故原因究明への貢献、東日本大震災における漁



3 
 

らの研究評価の拡充

及び外部連携の強化

を行うこと。  

併せて、海事行政に

係る政策課題の解決

や海事分野における

将来のイノベーショ

ン創出のためのシー

ズの確保に必要な研

究ポテンシャル維

持・向上を図るため、

基礎研究の活性化を

図ること。  

また、「グリーン・イ

ノベーションの推

進」、「国際ルール形

成への戦略的な関

与」等の更なる加速

を図るためには、大

学、民間、他の公的研

究機関等の研究資源

と研究所の研究資源

をより有機的に糾合

する必要がある。そ

のために、外部連携

の強化に当たって

は、研究所の大型試

験設備、人材、蓄積さ

れた基盤技術等を核

として、外部との連

携を促進する研究プ

ラットフォームとし

ての機能強化を図る

こと。  

行政機関との連携を

強化し、海上輸送の

安全確保、海洋環境

の保全等に関する国

内基準の策定・改正、

海難事故の分析、海

事産業の発展のため

題の的確なマッチ

ングを念頭に置い

た研究を推進する

ため、研究戦略案

の策定及び研究資

源の配分案を企画

立案する。 

特に、「安全・安

心の確保」、「グ

リーン・イノベー

ションの推進」及

び「国際ルール形

成への戦略的な関

与」を実現するた

めに、技術的なフ

ィージビィリティ

スタディー、研究

テーマの選定、研

究開発体制の構築

等を含んだ総合的

な研究開発計画の

企画立案・コーデ

ィネート機能の向

上を図る。 

② 外部からの研

究評価の拡充 

外部評価委員会に

おける評価者への

関連説明の充実、

アウトカムの視点

からの評価を充実

するなど、外部有

識者による研究評

価の充実を図ると

ともに、民間等と

の研究分担、連携

強化、重複の排

除、研究の重点化

等の新たな観点を

加え、研究評価の

深度化を進める。

題の的確なマッチ

ングを念頭に置い

た研究を推進する

ため、研究戦略案

の策定及び研究資

源の配分案を企画

立案する。 

特に、「安全・安

心の確保」、「グ

リーン・イノベー

ションの推進」及

び「国際ルール形

成への戦略的な関

与」を実現するた

めに、技術的なフ

ィージビィリティ

スタディー、研究

テーマの選定、研

究開発体制の構築

等を含んだ総合的

な研究開発計画の

企画立案・コーデ

ィネート機能の向

上を図る。 

また、基本的方針

で謳われている

「運輸産業の国際

競争力の強化や海

洋の利用推進等を

技術面から支え

る」研究テーマの

検討を３研究所共

同で行う。 

② 外部からの研

究評価の拡充 

外部評価委員会に

おける評価者に対

し、研究課題の位

置付けや行政の動

向、技術開発動向

等の関連説明、ア

民間事業者、研究

開発機関との連

携・協力の取組が

十分であるか 

○若手研究者に対

する適切な指導体

制が構築され、支

援の方策が図られ

ているか 

○産業界等からの

資金獲得の努力、

実際の獲得状況、

提供されたサービ

スの質等が十分で

あるか 

○知的財産権の取

得・管理・活用は適

切になされている

か 

○社会に向けて、

研究開発の成果や

科学技術的意義や

社会経済価値をわ

かりやすく説明

し、社会から理解

を得ていく取組を

積極的に推進して

いるか 

２．評価項目 

（達成型） 

○戦略的に研究の

企画立案を行うと

ともに、研究マネ

ジメントの充実、

外部からの研究評

価の拡充及び外部

連携の強化を行う

こと 

○基礎研究の活性

化を図ること 

○研究所の大型試

グラム（SIP）」のうち、

「次世代海洋資源調査

技術」の「AUV 複数運

用手法等の研究開発」

に参画し、26 年度から

開始。これに伴い、25年

度に設置した水中工学

センターに職員を新た

に採用等を行い、大型

プロジェクトにおける

コーディネート機能の

向上を図った。 

〇海事分野における国

際条約による省エネ燃

費規制（EEDI 規制）の

導入等にあわせて、国

土交通省が、２５年度

から開始した船舶から

排出される二酸化炭素

（CO2）削減のための技

術開発支援事業（次世

代海洋環境関連技術開

発支援事業）．「海洋資

源開発関連技術研究開

発支援事業」等の３つ

の補助制度において、

採択された個々の案件

への研究支援を実施し

た。 

②外部からの研究評価

の拡充 

〇事後評価の評価の視

点を明確化した上で、

重点研究・先導研究・基

盤研究の終了評価を実

施し、研究実施者等に

評価を踏まえた今後の

研究計画のフォローア

ップを行った。 

③基礎研究の活性化 

〇基礎研究の研究課題

を積極的に実施。 

〇大学、他の研究機関との連

携協定を締結するとともに、

民間事業者も含めて共同研究

を実施。 

〇若手研究者に対する、指導

体制及び支援として、新採・

若手、主任研究員等を中心と

した人材育成プログラムを作

成し、研修・講習、ＯＪＴプロ

グラム、人事交流等を計画的

に実施。 

〇外部連携の強化として産官

学連携主管を中心とした、積

極的な働きかけにより、大学、

民間、研究機関との連携を図

り、目標を超える共同研究・

受託研究を実施。競争的資金

の獲得件数も目標を大幅に上

回った。また、受託研究につ

いて、研究者の対応及び報告

書の内容に関して、8 割以上

の委託元が満足している。 

〇知的財産権の取得・管理・

活用については、知財サイク

ルを推し進めるため、知財専

門家として特許創出のための

概念形成手法、出願手続き、

特許出願等の方向性の検討、

有用性の判断等について研究

者への支援・アドバイス方法

を当所の研究者に取得させる

ことを目的として知財専門家

育成研修（OJT）を開始し、 

特許出願とプログラム登録に

ついても、着実に目標を達成。 

〇実用化等の成果の普及、活

用の促進として、産官学連携

主管を中心とした実施体制の

元、様々な広報活動や働きか

けにより、実用化、成果普及

船の復興支援への貢献等により、国の政策に対する迅速かつ的確な対応がなされて

いること。 

・共同研究７２件、受託研究１２０件、合計１９２件と年度計画を大幅に超えて達成

していること。競争的資金についても５８件獲得し、過去最高の実績であること。所

外発表数４５７件、英文論文１６０件についても、年度計画の目標値を大きく超えて

達成していること。 
 
以上のことから、研究マネジメントの充実と研究成果の促進に向けた取組・成果は、
研究開発成果の最大化に向けて、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の期待等
が認められる。 

 
 

＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会での主な意見） 
・海底熱水鉱床等に関する AUV 複数運用手法等の研究開発が SIP に採択されるなど、

大規模な外部資金獲得実績がある。また塗料メーカーとの共同研究が環境大臣賞（26

年度）を受賞するなど、着実に産学官連携活動を実施している。これらの実績は「研

究開発成果の最大化」に向けて顕著な成果と言える。 

・大型コンテナ船の折損事故を受けた「コンテナ運搬船安全対策検討委員会」での貢

献、福島第 1 原発沖での海底土調査による放射性物質の分布状況の把握に代表され

る東日本大震災復興支援、大学生、大学院生をインターンシップとして積極的な受入

れ等、計画通り堅実に社会に貢献している。 

・学術的にしっかりとした記録媒体（査読があるとしても学会集会の前刷ではなく）

に成果を残すことも社会へのアウトカムであると考え、特に若手研究者に積極的に

成果の論文誌への投稿を勧めるべきである。 

・研究マネジメントに対する継続的な取り組みがなされている。新たな取り組みへの

導入も積極的に行っている。目標値に対しても上回る実績があり、高く評価できる。 

・研究マネジメントがますます重要になりつつある中、いろいろな試みをするなどし

てマネジメントの充実を図っていることは高く評価できる。企画立案がコアとなる

ため、企画立案がキャリアパスとなるような人事システムや、いろいろなグループを

経験させ幅広い視点からテーマ設定できるようなシステムなどの構築につなげてい

ただけると素晴らしい。 
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の社会経済分析・基

盤技術の確保、放射

性輸送物質等の安全

の確認、油等防除活

動への助言等、海事

行政に係る政策の立

案及び実施に対して

積極的に貢献するこ

と。  

産業界における研究

成果の活用を促進す

るため、外部連携を

強化し、受託研究及

び共同研究並びに競

争的資金の獲得を積

極的に実施するこ

と。  

また、知的財産等を

通じた産業界への成

果の普及、活用の促

進のため、知的財産

等の取得、活用及び

運用に戦略的に取り

組むこと。この際、知

的財産権の実施料の

算定が適切なものと

なっているか検証し

た上で、必要に応じ

て見直しを行うこ

と。  

加えて、研究所の存

在とその意義を広く

一般の国民から理解

されることは、国民

に対する成果の普

及、社会貢献の第一

歩であるとともに、

海事分野における研

究活動の更なる発展

に資することから、

研究所の研究活動の

更に、研究テーマ

について、関係学

会・業界等へのア

ンケート等を実施

し、外部からの的

確な研究評価に努

め、評価結果を研

究課題の選定や研

究の実施に反映す

る。 

③ 基礎研究の活

性化 

研究ポテンシャル

の維持・向上、海

事分野での新たな

シーズの創生を図

るため、大学等と

連携して行う「大

学等連携型基盤研

究」の設定、競争

的資金の活用、内

部研究資金での若

手枠の設定等によ

り基礎研究の活性

化を図る。 

④ 研究者の意欲

向上に資する環境

の整備 

海事・海洋分野で

のイノベーショ

ン、政策支援機能

の充実を目指すた

めには、研究制度

の見直し、活性化

を実施するだけで

なく、職制にとら

われない研究者の

登用や、優れた研

究業績、行政、産

業界、学界等外部

への貢献、国際的

ウトカムの視点か

らの成果の説明を

充実することによ

り、外部有識者に

よる研究評価の充

実を図るととも

に、民間等との研

究分担、連携強

化、重複の排除、

研究の重点化等の

観点を加えた評価

により、研究計画

から成果に至るま

での各研究フェー

ズにおいて評価を

実施し、社会・行

政の動向や研究の

進捗状況を踏まえ

た的確な研究の見

直しを行う。 

③ 基礎研究の活

性化 

海事分野での新た

なシーズの創生を

図るため、大学等

と連携して行う

「大学等連携型基

盤研究」枠や研究

ポテンシャル維

持・向上を図る内

部研究資金での若

手研究者の優先枠

の設定を行う。ま

た、若手・中堅研

究者の研究能力等

の向上のための人

材育成に一層取り

組む。 

加えて、科学研究

費補助金等の競争

的資金への応募を

験設備、人材、蓄積

された基盤技術等

を核として、外部

との連携を促進す

る研究プラットフ

ォームとしての機

能強化を図ること 

○海事行政に係る

政策の立案及び実

施に対して積極的

に貢献すること 

○受託研究及び共

同研究並びに競争

的資金の獲得を積

極的に実施するこ

と 

○知的財産等の取

得、活用及び運用

に戦略的に取り組

むこと 

○研究所の研究活

動の周知及び研究

活動を通じ得られ

た情報の提供の充

実を図ること 

については、所内公募

し、内部評価、外部評価

を経て採択を決定する

ことにより、研究課題・

目標設定の適正化、研

究計画の高度化を図っ

ており、２６年度は基

盤研究、先導研究、合せ

て１９課題を実施し

た。 

〇また、科研費への積

極的な応募を行うこと

により、５７件の研究

が採択され、過去最高

の件数を獲得。 

④研究者の意欲向上に

資する環境の整備 

〇基盤研究に関して、

インセンティブスキー

ムを導入しており、２

６年度についても、外

部資金獲得実績に応じ

て配分をし、２７年度

の予算配算に反映。 

〇博士号の取得を希望

する研究者に対し、研

究への従事と学位取得

の両方が可能となる社

会人博士課程就学制度

を運用。３名が社会人

博士課程に就学。 

○業績著しい職員に対

する特殊功績者表彰を

実施。 

○特許、プログラムに

対する報奨制度を実

施。 

⑤産官学が結集して行

う研究開発の推進 

〇中長期計画に掲げた

「研究所の実験施設を

を促進。さらに、目標として

掲げた所外発表数等につい

て、目標値を大幅に上回って

達成し、これらを踏まえＡと

評価する。 

 

＜課題と対応＞ 

〇第 3 期中長期計画最終年度

の課題として、海事政策を取

り巻く環境を踏まえて、引き

続き戦略的に研究の企画立案

を行うとともに、研究マネジ

メントの充実、外部からの研

究評価の拡充及び外部連携の

強化等さらなる対応を図って

いきたい。 
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周知及び研究活動を

通じ得られた情報の

提供の充実を図るこ

と。 

な活動への貢献、

価値ある知的財産

権の取得等を個人

の評価、研究費へ

適切に反映するこ

と等により、研究

者の意欲向上を図

る。 

⑤ 産学官が結集

して行う研究開発

の推進 

地球環境保全、海

洋開発等の新たな

社会的なニーズに

対応するイノベー

ション技術の創成

を目的とした研究

開発を産学官が連

携して効率的に実

施するための「研

究所の実験施設を

核にしたイノベー

ション研究開発拠

点の形成」を推進

する。この観点か

ら、長期の開発期

間を要する基盤的

技術開発を加速す

るため、大学、民

間、他の公的研究

機関等との有機的

な連携を強化する

ためのコーディネ

ーター機能を高め

るとともに、民間

研究者の長期受

入、施設貸与の柔

軟化等のオープン

ラボ化を進めるな

ど、産学官が結集

して行う研究開発

積極的に進める。 

④ 研究者の意欲

向上に資する環境

の整備 

海事・海洋分野で

のイノベーショ

ン、政策支援機能

の充実を目指すた

めには、研究制度

の見直し、活性化

を実施するだけで

なく、職制にとら

われない研究者の

登用や個人の評価

へ業績を適切に反

映するための制度

の確実な実施と充

実を図る。 

⑤ 産学官が結集

して行う研究開発

の推進 

「研究所の実験施

設を核にしたイノ

ベーション研究開

発拠点の形成」を

推進するため、オ

ープンラボの利用

促進を図る。 

また、長期の開発

期間を要する基盤

的技術開発を加速

するため、大学、

民間、他の公的研

究機関等との有機

的な連携を推進す

る組織を充実さ

せ、連携によるプ

ロジェクトを形成

する機能を強化す

る。 

特に、横浜国立大

核にしたイノベーショ

ン開発拠点」化を図る

ため、研究所では産官

学が結集する拠点とし

て、実験施設の開放は

もとより、打合せ、研究

データの整理等を行う

居室を設置しており、

共同研究を通して造船

会社等に活用して頂

き、着実に研究成果を

あげている。 

〇産学官連携プロジェ

クト「VOC および船体抵

抗を低減する新規船舶

防汚塗料の開発の実用

化」においては、２４年

度に国土交通大臣賞、

２６年度には第 13 回

GSC（グリーン・サステ

イナブル ケミストリ

ー）賞の環境大臣賞を

受賞しました。 

⑥外部との人材交流等

の促進 

〇所内新人職員向け

「船舶海洋工学研修」

について、８０名の外

部受講者を受け入れ。 

〇インターンシップ制

度により、４４名の大

学生や大学院生を受

入。 

〇大学、民間、外国研究

機関等との人材交流を

実施。 

〇日本海事協会と連携

し、「浮体式海洋液化天

然ガス及び石油ガス生

産、貯蔵積出、再ガス化

設備のためのガイドラ
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の環境整備を推進

する。 

⑥ 外部との人材

交流等の促進 

地球環境保全、海

洋開発等の新たな

分野での研究開発

能力を高めるとと

もに、海事産業に

おける基盤的な人

材育成に貢献する

ため、所内研修講

座の外部受講者へ

の開放・受入、長

期のインターンシ

ップ受入や大学、

民間、外国研究機

関等との人材交

流、若手研究員の

ＯＪＴ研修等、情

報交換、連携協定

締結等、外部との

連携の促進を行

う。中期計画期間

中に、連携大学

院、インターンシ

ップ制度等の更な

る活用により、延

べ200 名程度の研

修員を受け入れ

る。 

 (２) 研究成果の

普及及び活用の促

進 

① 政策支援機能

の拡充 

研究所が蓄積した

技術基盤及び研究

成果を活用し、海

難事故の分析、海

上輸送の安全確

学とは、海洋資源

開発技術、海難事

故防止に係る開発

を促進するための

研究開発拠点とし

て「連携講座」を

立ち上げることと

する。 

⑥ 外部との人材

交流等の促進 

地球環境保全、海

洋開発等の新たな

分野での研究開発

能力を高めるとと

もに、海事産業に

おける基盤的な人

材育成に貢献する

ため、所内研修講

座の外部受講者へ

の開放・受入、長

期のインターンシ

ップ受入や大学、

民間、外国研究機

関等との人材交

流、若手研究員の

ＯＪＴ研修等、情

報交換、連携協定

締結等、外部との

連携の促進を行

う。 

特に、横浜国立大

学との連携・協力

関係の強化を通

じ、海洋分野の教

育拠点を形成し、

同分野の基盤的な

人材育成に積極的

に貢献する。 

本年度計画期間中

に、連携大学院、

インターンシップ

イン」の改定案作成に

貢献。 

〇横浜国立大学と共同

研究、インターンシッ

プによる学生受入のほ

か、同大学に連携講座

「マリタイムフロンテ

ィアサイエンス」を設

置。 

（２）研究成果の普及

及び活用の促進 

①政策支援機能の拡充 

〇海事分野における国

際条約による省エネ燃

費規制（EEDI 規制）の

導入等にあわせて、国

が行う船舶から排出さ

れる二酸化炭素（CO2）削

減のための技術開発補

助（次世代海洋環境関

連技術開発支援事業）

について、その採択作

業に係る支援を行った

ほか、採択された研究

開発の約 4 割に関与・

貢献。 

〇実海域における船舶

の運動性能を高精度に

再現する水槽試験技術

の開発等により、我が

国の造船所で建造され

る船舶への普及が進む

など、二酸化炭素排出

削減に寄与するととも

に、我が国の産業競争

力向上に貢献。 

〇海洋資源開発プロジ

ェクトへの進出支援と

して、係留に関する設

計要件の検討を行い、

船級規則の改定案作成
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保、海洋環境の保

全等に関する国内

基準の策定・改

正、海事産業の発

展のための社会経

済分析・基盤技術

の確保、放射性輸

送物質等の安全の

確認、油等防除活

動への助言等に関

し、国土交通省に

おける海事政策の

立案・実施に積極

的に貢献する。 

加えて、国内外の

産学官における研

究開発動向の収

集・分析、海上交

通流シミュレーシ

ョン、環境ライフ

サイクルコスト等

の新たな政策評価

ツールを活用した

海事行政に係る懸

案事項への政策提

言を行う。 

② 実用化等の成

果の普及、活用の

促進 

研究成果の産業界

における活用促進

を図るとともに、

研究所が有さない

技術を補完し、研

究成果の質の向

上、実用化を加速

するため、大学、

民間、他の公的研

究機関等との連携

を図り、共同研究

の実施や委託研究

制度等の更なる活

用により、延べ40 

名程度の研修員を

受け入れる。 

 (２) 研究成果の

普及及び活用の促

進 

① 政策支援機能

の拡充 

研究所が蓄積した

技術基盤及び研究

成果を活用し、海

難事故の分析、海

上輸送の安全確

保、海洋環境の保

全等に関する国内

基準の策定・改

正、海事産業の発

展のための社会経

済分析・基盤技術

の確保、放射性輸

送物質等の安全の

確認、油等防除活

動への助言等に関

し、国土交通省に

おける海事政策の

立案・実施に積極

的に貢献する。 

また、国内外の産

学官における研究

開発動向の収集・

分析、海上交通流

シミュレーショ

ン、環境ライフサ

イクルコスト等の

新たな政策評価ツ

ールを活用した海

事行政に係る懸案

事項への政策提言

を行う。 

さらに、府省横断

に貢献。 

〇東日本大震災復興支

援として、福島第 1 原

発沖等の海域における

海底土の放射性物質の

分布状況調査により、

国が現状把握すること

に貢献。 

〇海難事故解析センタ

ーにおいて、事故原因

解析の調査を実施し事

故原因究明に貢献。 

〇国土交通省が設置し

た「コンテナ運搬船安

全対策検討委員会」に

おいて、作用荷重計算、

強度計算等及び最終報

告書のとりまとめに貢

献。 

〇国土交通省海事局に

設置されている放射性

物質等海上輸送技術顧

問会において、輸送容

器や運搬船の審査に関

し、遮蔽解析等の詳細

な技術的検討を行い、

審査に貢献し、また、新

たに、運搬船が津波に

遭遇した時の安全対策

の策定に貢献。 

②実用化等の成果の普

及、活用の促進 

〇研究成果の産業界に

おける活用促進を図っ

た結果、波浪中の省エ

ネ効果が高い小径円環

ダクト（WAD）について

は、平成２５年度に１

７隻の実船への装着が

決定し、平成２６年度

には１１隻の実船に装
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の受託を促進する

とともに、競争的

資金に積極的に応

募し、中期目標期

間中に、共同研究

及び受託研究につ

いては、延べ770 

件以上の研究を、

各種競争的資金に

ついては、延べ

125 件以上の研究

をそれぞれ実施す

る。 

さらに、研究活動

を紹介する広報に

ついては、冊子等

の発行やインター

ネットを通じた情

報提供のさらなる

充実を図り、イン

ターネットホーム

ページをタイムリ

ーに更新し、メー

ルニュースの発

信、海技研ニュー

スの発行等、わか

りやすい情報提供

に努める。 

施設見学について

は、大規模な施設

公開に加え、一般

からの要望にきめ

細かく応えられる

よう、希望者を公

募して小規模な実

験公開等を、合計

年６回以上実施す

る。 

③ 戦略的知的財

産の取得、活用及

び運用 

による戦略的イノ

ベーション創造プ

ログラム、国土交

通省による海洋産

業の戦略的育成の

ための総合対策等

の海洋フロンティ

ア分野の研究開発

に積極的に貢献す

る。 

② 実用化等の成

果の普及、活用の

促進 

研究成果の産業界

における活用促進

を図るとともに、

研究所が有さない

技術を補完し、研

究成果の質の向

上、実用化を加速

するため、大学、

民間、他の公的研

究機関等との連携

を図り、共同研究

の実施や委託研究

の受託を促進する

とともに、競争的

資金に積極的に応

募し、本年度計画

期間中に、共同研

究及び受託研究に

ついては、延べ

154 件以上の研究

を、各種競争的資

金については、延

べ25 件以上の研

究をそれぞれ実施

する。 

さらに、研究活動

を紹介する広報に

ついては、冊子等

着。 

〇共同研究７２件、受

託研究１２０件、合計

１９２件と年度計画を

大幅に超えて達成。 

競争的資金について

も５８件獲得し、過去

最高の実績。 

〇受託研究について、

研究者の対応及び報告

書の内容に関して、8割

以上の委託元が満足。 

〇成果の普及として

は、第１４回研究発表

会、第１４回海上技術

安全研究所講演会を開

催し、「技術相談窓口」

及び「出前講座」は、２

６年度も着実に推進

し、研究成果や専門的

知識の社会への還元に

努めた。 

〇実験公開については

５回開催し、合計１２

１名の見学者。 

〇研究施設の一般公開

を実施し、合計４，４６

２名が来場。 

〇研究所の活動をより

深く理解してもらうた

め、政府、民間企業関係

者、一般の方等に対し

て、積極的に所内施設

の見学を実施し、４２

回、のべ５３６名の見

学に対応。 

〇その他の広報活動と

して、ホームページを

積極的に活用。２６年

度は、年間のＨＰ全ア

クセス件数が約１７０
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研究所の成果の発

信の形態として、

特許等知的財産権

の出願、論文の発

表、国内外の学

会・講演会での発

表、ソフトウェア

の提供等、多種多

様な手段を活用す

る。 

この際、知的財産

権の実施料の算定

が適切なものとな

っているか検証し

た上で、必要に応

じて見直しを行

う。 

成果の公表に当た

っては、行政的な

観点及び産業界で

の有効活用の観点

から知的財産権化

すべきものについ

ては、漏れなく特

許、実用新案等を

出願し、戦略的か

つ適切な権利取得

に一層努める。 

また、中期計画期

間中に、所外発表

については、延べ

1,560 件以上を、

特許、プログラム

等の知的財産所有

権の出願について

は、延べ245 件以

上を、それぞれ実

現するとともに、

国外への知の成果

発信の観点から、

英文論文数を500 

の発行やインター

ネットを通じた情

報提供のさらなる

充実を図り、イン

ターネットホーム

ページの更新をタ

イムリーに更新

し、メールニュー

スの発信、海技研

ニュースの発行

等、わかりやすい

情報提供に努め

る。 

施設見学について

は、大規模な施設

公開に加え、一般

からの要望にきめ

細かく応えられる

よう、希望者を公

募して小規模な実

験公開等を、合計

年６回以上実施す

る。 

③ 戦略的知的財

産の取得、活用及

び運用 

研究所の成果の発

信の形態として、

特許等知的財産権

の出願、論文の発

表、国内外の学

会・講演会での発

表、ソフトウェア

の提供等、多種多

様な手段を活用す

る。この際、知的

財産権の実施料に

ついては、２３年

度に行った検証結

果を適切に反映さ

せる。 

万件。 

また、プレス発表、メ

ールニュースの発行等

積極的な広報活動を実

施。 

③戦略的知的財産取

得、活用及び運用 

〇発明装置の経済的効

果に基づく特許実施許

諾料算定方式につい

て、２６年度も引き続

き、許諾料を合理的に

評価。 

〇特許の創出を図る事

を目的とし、知財専門

家による実例を交えた

研修を実施。 

〇所外発表数は、４５

７件、英文論文につい

ては、１６０件となり、

年度計画の目標値を大

きく超えて達成。 

〇特許出願とプログラ

ム登録は５１件とな

り、目標を達成。 

〇知的財産の国外展開

を図るため、数値流体

力学（CFD）プログラム

等の知的財産につい

て、２６年度に利便性

の向上を図るマニュア

ルの英語化を実施。 
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件以上とする。 成果の公表にあた

っては、行政的な

観点及び産業界で

の有効活用の観点

から知的財産権化

すべきものについ

ては、漏れなく特

許、実用新案等を

出願し、戦略的か

つ適切な権利取得

に一層努める。 

また、本年度計画

期間中に、所外発

表については、延

べ312 件以上を、

特許、プログラム

等の知的財産所有

権の出願について

は、延べ49 件以

上を、それぞれ実

現するとともに、

国外への知の成果

発信の観点から、

英文論文数を100 

件以上とする。 

加えて、戦略的知

的財産の活用とし

て、数値流体力学

（ＣＦＤ）プログ

ラム等の国外展開

を昨年度に引き続

き図る。 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－１ 海上輸送の安全の確保 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人海上技術安全研究所法（平成１３年法律第２０８号）第 3 条

及び第１１条 
当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度    ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   

所外発表 － 128 件 
 

117 件 
 

140 件 141 件 －   予算額（千円） 112,027 85,352 92,532 89,160 －   

英文所外発

表 
－ 43 件 

 
55 件 56 件 66 件 －   決算額（千円） 106,903 84,806 87,681 86,847 －   

特許・コア

プログラム 
－ 13 件 9 件 7 件 14 件 －   経常費用（千円） － － － － －   

共同研究・

受託研究 
－ 82 件 94 件 79 件 84 件 －   経常利益（千円） － － － － －   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － －   

  
 

        従事人員数 45 名 43 名 43 名 50 名 －   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 【海上輸送の安全の

確保】 

海上輸送における安

全の確保・向上を実

現するためには、社

会的コストの削減と

必要な安全レベルの

確保を両立した規制

体系の構築及び海難

事故の原因を究明し

【海上輸送の安全

の確保】 

国際条約等におけ

る技術的な合理性

に欠ける安全規制

の導入等による社

会的コストの増加

に係る懸念を背景

に、船舶の安全性

向上と社会的な負

【海上輸送の安全

の確保】 

荷重・構造一貫性

能直接評価手法の

確立、リスクベー

ス安全性評価手法

の標準化等の研究

開発を通じて、国

際ルール化を日本

が主導し、安全性

１．主な評価軸 

（社会的・経済的

観点） 

○成果・取組が社 

会的価値（安全・ 

安心の確保）の創 

出に貢献するもの 

であるか 

（国際的観点） 

○成果・取組が国 

＜主要な業務実績＞ 

26 年度計画は全て達成

した。 

主な研究成果を以下に

示す。 

■荷重・構造一貫性能

評価手法の汎用性の確

保及び波浪荷重評価ツ

ールの拡張 

大型コンテナ船折損

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

海上輸送の安全性の向上に向

けた取組・成果は、評価軸の

観点等を総合的に勘案した結

果、社会的価値（安全・安心

の確保）の最大化に向けて、

顕著な成果の創出や将来的な

成果の創出の期待等が認めら

評定 Ａ 
＜評定に至った理由＞ 
26 年度計画は全て達成している。その上で、 
 
・ 船にかかる外力と構造強度を解析するプログラムを開発し、これを用いてコンテ
ナ船の折損事故解析を行い、事故原因の究明をしたことや、水素燃料電池自動車の輸
送にかかる安全性評価手法の確立や液化水素タンカー等の安全基準案を作成したこ
と等により、船舶の安全性確保に貢献したこと。 
 
・これらの研究開発成果が、海事分野での国連機関である国際海事機関（IMO）にお
いて条約などの国際基準に反映されるなど、運輸安全政策における我が国のプレゼ
ンス向上に貢献していること。 
 
等の海上輸送の安全の確保に向けた取組・成果は、社会的価値（安全・安心の確保）
の最大化等評価軸に照らし合わせると、顕著な成果の創出や将来的な成果の創出の
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有効な対策を立案す

ることが不可欠であ

る。 

そのため、海難事故

の大幅削減と社会合

理性のある安全規制

の構築による「安

全・安心社会」の実

現及び「国際ルール

形成への戦略的な関

与」による先進的な

安全基準の構築を通

じた海事産業の国際

競争力の強化に資す

る以下の研究に取り

組むこと。 

(１) 安全性の確

保・向上に資する、

先進的な構造解析技

術等を活用した安全

性評価手法の開発・

高度化及び革新的動

力システム等の新技

術に対応した安全性

評価手法の開発に関

する研究 

(２) リスクベース

安全性評価手法等を

用いた合理的な安全

規制体系化に関する

研究 

(３) 海難事故等発

生時の状況を高精度

で再現し、解析する

技術の高度化及び適

切な対策の立案のた

めの研究 

担のバランスの確

保を両立した安全

規制体系の構築が

期待されている。 

研究所としては、

荷重・構造一貫性

能直接評価手法の

確立、リスクベー

ス安全性評価手法

の標準化等の研究

開発を通じて、国

際ルール化を日本

が主導し、安全性

の強化と社会的な

負担の適正化を両

立させる合理的な

安全規制体系の構

築を支援していく

ため設計レベルか

らの革新的安全確

保技術の確立を目

指した合理的規制

体系の構築に関す

る次の研究を行

う。 

(１) 安全性の確

保・向上に資す

る、先進的な構造

解析技術等を活用

した安全性評価手

法の開発・高度化

及び革新的動力シ

ステム等の新技術

に対応した安全性

評価手法の開発に

関する研究 

－波浪荷重から構 

造強度までを一貫 

して評価・解析可 

能となるプログラ 

ムの開発及び設計 

の強化と社会的な

負担の適正化を両

立させる合理的な

安全規制体系の構

築を支援していく

ため設計レベルか

らの革新的安全確

保技術の確立を目

指した合理的規制

体系の構築に関す

る次の研究を行

う。 

（１）安全性の確 

保・向上に資す

る、 

先進的な構造解析 

技術等を活用した 

安全性評価手法の 

開発・高度化及び 

革新的動力システ 

ム等の新技術に対 

応した安全性評価 

手法の開発に関す 

る研究 

－設計ガイドライ 

ン作成に向けて、 

波浪荷重から構造 

強度までを一貫し 

て解析する手法を 

多様な船種に適用 

するための汎用化 

を進め、各種試設 

計船に対する強度 

評価を行う 等 

（２）リスクベー 

ス安全性評価手法 

等を用いた合理的 

な安全規制体系化 

に関する研究 

－平成 25年度ま

で 

際的な水準に照ら 

して十分大きな意 

義があるものか 

（時間的観点） 

○成果・取組が期 

待された時期に適 

切な形で創出・実 

施されているか 

（妥当性の観点） 

○成果・取組が国

の方針や社会のニ

ーズと適合してい

るか 

２．評価項目 

（課題解決・貢献

型） 

○安全性の確保・

向上に資する、先

進的な構造解析技

術等を活用した安

全性評価手法の開

発・高度化及び革

新的動力システム

等の新技術に対応

した安全性評価手

法の開発に関する

研究 

○リスクベース安

全性評価手法等を

用いた合理的な安

全規制体系化に関

する研究 

○海難事故等発生

時の状況を高精度

で再現し、解析す

る技術の高度化及

び適切な対策の立

案のための研究 

事故を契機として、船

舶の構造安全評価法の

一層の高度化が求めら

れている。このため、

「直接強度評価を活用

した構造安全評価法」

の研究開発をさらに進

めた。 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①荷重・構造一貫性能

評価手法の汎用性を高

め、コンテナ船等の痩

せ型船に拡張し、その

検証を行った。特に、

荷重の評価精度を高め

るために、慣性力の作

用する方向を考慮した

コンテナ荷重の負荷方

法を開発した（プログ

ラム登録） 。コンテ

ナ運搬船安全対策検討

委員会（主催：国土交

通省）において、波浪

による横荷重等応力の

２軸性を考慮した縦曲

げ最終強度評価の重要

性が提言されたことを

受けて、共同研究（大

学、船級）を実施し、

「二重底応力推定算

式」を開発し、当該規

則開発に貢献した。 

②コンテナ船の一貫解

析に係る波浪、船速条

件等のシリーズ計算の

バッチ処理による自動

化や荷重負荷を必要と

する要素の抽出の高速

化を図るための GUI 改

善、これらに適合する

れる。 

以下にその根拠を示す。 

（社会的・経済的観点） 

以下に示す研究成果は、船舶

のもつ社会的価値（安全・安

心の確保）の創出に貢献する

ものである。具体的な根拠を

以下に示す。 

 

①多方向波中での荷重推定方

法を開発、弊所プログラム

NMRIW（波浪荷重評価ツー

ル）を拡張し、大型コンテナ

船折損事故を契機とした安全

性検討に貢献した。 

②荷重・構造一貫性能評価手

法の汎用性を高め、より精緻

な構造評価が可能となった。 

③海上交通流シミュレーショ

ン技術を改良し、分離通行等

の効果分析を実施した。 

 

（国際的観点） 

液化水素タンカーの国際基準

化に向け、先行的な技術開発

（漏洩時拡散シミュレーショ

ンの開発・実施等）を行い、

国際海事機関での審議を本格

的にスタートさせるなど、国

際的な水準に照らして十分大

きな意義がある。 

 

（時間的観点） 

液化水素タンカーの国際基準

化に向け、先行的な技術開発

（漏洩時拡散シミュレーショ

ンの開発・実施等）を行い、

国際海事機関での審議を本格

的にスタートさせるなど、研

究成果が期待された時期に適

切な形で創出されている。 

期待等が認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会での主な意見） 
・多方向波中での荷重推定方法を開発し、NMRIW（波浪荷重評価ツール）を拡張した
こと、また慣性力の作用する方向を考慮したコンテナ荷重の負荷方法や、「二重底応
力推定算式」を開発は、船舶の安全性向上に大きな貢献と考える。 
・液化水素タンカーの安全要件や水素燃料電池自動車輸送に対する安全評価は、タイ
ムリーで、今後の海事社会に有用な研究と考える。 
・分離通航値の効果分析や避航操船アルゴリズムの構築は、海難事故減少に繋がる成
果と考える。 
・海上輸送の安全に係わる研究成果は、年度計画を大きく上回るものであると認めら
れる。様々な内容について実績を挙げており、評価できる。 
・荷重・構造一貫性能評価手法の汎用性の確保では、大型コンテナ船折損事故を契機
に、当該評価法の汎用性を高め、コンテナ船等の痩せ型船に拡張したり、波浪による
二重底応力推定算式を開発するなど、規則開発に貢献した。 
・リスクベース安全性評価手法等を用いた安全規制体系化に関する研究では、火災、
避難、化学物質流出等のシミュレーションにより、リスクベース設計のための評価方
法の開発、船体構造の主要継手を対象にピーニング処理等の疲労強度改善効果及び
板厚効果への影響を考慮した疲労強度評価線図を作成した。 
・海難事故等発生時の状況の高精度再現と解析技術の高度化及び適切な対策の立案
では、海上交通流シミュレーションを用いて分離航行の実施による通航分布を予測
するために、AIS データによる船舶毎の見合い関係の抽出、避航操船の実態の解析を
実施し、より現実に近い避航操船アルゴリズムを構築している。 
・着実に成果を挙げていると判断できる。現場への適用が可能なものについては、引
き続き鋭意検討していただきたい。 



13 
 

ガイドラインの作 

成 

－環境インパクト 

の大幅な低減を目 

指して開発されて 

いる舶用ハイブリ 

ッドシステム、舶 

用電気推進システ 

ム、舶用リチウム 

電池等の新たな技 

術、大規模システ 

ムに対する安全性 

評価手法の開発等 

(２) リスクベー

ス安全性評価手法

等を用いた合理的

な安全規制体系化

に関する研究 

－リスクベース安 

全性評価手法等を 

適用した設計支援 

ツールの開発及び 

ＬＮＧ燃料船等の 

新たなシステムに 

対する安全に係る 

ガイドラインの作 

成 

－経年船体構造の

検査・診断技術の

開発、疲労強度へ

の板厚影響評価 

等 

また、大型船舶の

衝突、異常波浪に

よる小型船舶の沈

没等の海難事故が

依然として高い水

準で発生してい

る。 

研究所としては、

海難事故の大幅削

に開発した火災、 

避難、化学物質流 

出等のシミュレー 

ションプログラム 

を用い、リスク最 

小化を目的とした 

リスクベース設計 

を行い、リスクベ 

ース設計のための 

評価方法を開発す 

る 

－船体構造の主要 

継手を対象に、ピ 

ーニング処理等の 

疲労強度改善効果 

及び板厚効果への 

影響を評価し、こ 

れらを考慮した疲 

労強度評価線図を 

作成する 等 

 また、海難事故

の大幅削減を目指

し、海難事故の再

発防止を図るた

め、残された数少

ない事実から、事

故を再現し、欠落

した事故の経緯を

迅速に推定し、真

の海難事故原因を

解明する手法につ

いて、更なる高度

化を図るととも

に、これら真の事

故原因、前項の研

究成果を踏まえ

た、適切な事故再

発防止対策の調査

研究とその費用便

益効果、社会合理

性の検証を可能と

ためのプログラム開発

も実施。 

③集中波や 2方向波中

での構造強度推定法の

確立を行う上で不可欠

となる多方向波中での

荷重推定法を開発し、

当所プログラム NMRIW

（波浪荷重評価ツー

ル）を拡張した。 

■液化水素タンカーの

安全要件の策定及び水

素燃料電池自動車対応

の安全性評価の実施 

水素の需要拡大に対

応して安全かつ効率的

な海上輸送体制を構築

するため、液体水素タ

ンカーの安全要件が必

要となっている。 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①豪州と日本の間を航

行予定の液化水素タン

カーを対象として安全

性のリスク解析を行

い、タンクの隔離等の

合理的な安全要件を示

し、国土交通省と豪州

海事安全庁との合意に

貢献。 

②上記の安全要件の検

討結果により国際基準

化に向けた議論が促進

され、IMO において新

規作業計画に盛り込ま

れた。 

燃料電池自動車の開

発・普及に伴い、その

海上輸送の安全性評価

手法の確立が必要。 

 

（妥当性の観点） 

研究開発は、海上安全の確保

に向けた国（国土交通省、海

上保安庁）の取り組み方針に

合致している。また、日本の

水素社会の実現、需要拡大に

向けた社会のニーズと適合し

ている。 

 

＜海技研研究計画・評価委員

会の評価とコメント＞ 

○年度計画・成果目標は達成

し、評価軸の観点等を総合的

に勘案した結果、社会的価値

（安全・安心の確保）の最大

化に向けて、顕著な成果の創

出や将来的な成果の創出の期

待等が認められるため、Ａ評

価とした。 

以下、具体的なコメントを

示す。 

 

○コンテナ船の二重底応力推

定算式はタイムリーな成果で

あり、座屈強度についても実

験と実船レベルで提案法の検

証がなされたことは基準合理

化に資する成果である。（大

学、造船、海運） 

○コンテナ船の折損事故を契

機に、多方向波中での外荷重

の推定方法を確立すると共

に、内荷重としてのコンテナ

荷重についても精度向上に努

め、プログラムパッケージ化

したことは、海技研ならでは

の成果と考える。また、本研

究により、3 大貨物であるタ

ンカー、バルカー、コンテナ

船の荷重・構造一貫性能評価
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減を目指し、海難

事故の再発防止を

図るため、残され

た数少ない事実か

ら、事故を再現

し、欠落した事故

の経緯を迅速に推

定し、真の海難事

故原因を解明する

手法について、更

なる高度化を図る

とともに、これら

真の事故原因、前

項の研究成果を踏

まえた、適切な事

故再発防止対策の

調査研究とその費

用便益効果、社会

合理性の検証を可

能とする政策ツー

ル等の開発に関す

る次の研究を行

う。 

(３) 海難事故等

発生時の状況を高

精度で再現し、解

析する技術の高度

化及び適切な対策

の立案のための研

究 

－実海域再現水槽 

と操船リスクシミ 

ュレータをリンク 

させ海難事故等の 

再現性向上・原因 

解析の迅速化等を 

図るシミュレーシ 

ョン技術の開発 

－海難事故原因、

規制の社会費用便

益等の観点を踏ま

する政策ツール等

の開発に関する次

の研究を行う。 

（３）海難事故等

発生時の状況を高

精度で再現し、解

析する技術の高度

化及び適切な対策

の立案のための研

究 

－操船リスクシミ 

ュレータで実海域 

再現水槽と同程度 

に精細な波浪が再 

現されることを確 

認した後、リアル 

タイムで動作する 

操船リスクシミュ 

レータ用の波浪中 

船体運動計算プロ 

グラムの作成を開 

始する 

－海上交通流シミ 

ュレーションを用 

いて、分離航行や 

速度管理を実施し 

た場合の効果や航 

路標識の最適投入 

位置等を推定する  

等 

 

③海上輸送中の燃料電

池自動車からの水素漏

洩等を想定した安全性

評価を行うため、車両

積載区画の通風状態を

予測する数値モデルを

開発、安全性評価手法

を提示した。 

■海上交通流シミュレ

ーションを用いた分離

航行等の効果の分析及

び避航操船アルゴリズ

ムの改良 

衝突よる船舶の沈没

事故が依然として高い

水準で発生。その対策

として、方向別分離航

行等の規制を検討する

ため、分離航行の効果

の推定が必要。 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①分離航行の実施によ

る通航分布を予測する

ため、実際に航行が制

限された海域に着目し

てその航行状況を分

析、有効性を提示。 

本解析を発展させ、今

後、第３次交通ビジョ

ン（海上保安庁）の

「準ふくそう海域の安

全対策」の検討の共同

実施に合意した。 

②AIS データによる船

舶毎の見合い関係を抽

出し、避航操船の実態

を解析。より現実に近

い避航操船アルゴリズ

ムを構築した（プログ

ラム改良）。 

が完成したとのことであり、

船舶の安全性向上に貢献する

ものと評価する。（造船） 

○液化水素タンカーの安全要

件の国際基準化に向けた先行

的取り組みや海上交通におけ

る分離航行の効果分析は、今

後の安全基準等策定への新た

な道筋をつけた点で顕著な成

果と評価する。（大学、海

運） 

○AIS で得られたと同様な海

上交通の状況を再現できるシ

ミュレーションの実現は顕著

な社会的貢献と思われる。 

○斜め追風中で舵効きにプロ

ペラ荷重度などの影響が出る

ことを明らかにしたことは、

IMO での最低出力ガイドラ

イン審議に関して、顕著な社

会的貢献と思われる。 
○復元性基準の機能要件化に

おいて IMO における審議に

貢献しており、国際的観点か

らも大きな意義のあるものと

なっている。 
○燃料電池車の販売が開始さ

れるなど水素燃料社会の到来

が社会的に期待されており、

また海上安全の確保に向けた

国土交通省や海上保安庁の取

り組み方針にも合致してい

る。 
 
 
 

＜課題と対応＞ 

引き続き、海上輸送の安全

性の向上に向けた研究開発や

研究成果に基づいた国際基準

化への取組等により、社会的
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えた運航規制等の

安全性評価を可能

とする海上交通流

シミュレータの開

発 等 

 価値（安全・安心の確保）の

最大化を図り、海上輸送の安

全性の向上に貢献する。 

 

 
４．その他参考情報 
 

  



16 
 

業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－２ 海洋環境の保全 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人海上技術安全研究所法（平成１３年法律第２０８号）第 3 条

及び第１１条 
当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度    ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   

所外発表 
 

－ 137 件 146 件 151 件 140 件 －   予算額（千円） 117,807 94,697 79,647 116,408 －   

英文所外発

表 
－ 51 件 45 件 40 件 53 件 －   決算額（千円） 116,614 93,424 74,226 112,136 －   

特許・コア

プログラム 
－ 28 件 29 件 34 件 20 件 －   経常費用（千円） － － － － －   

共同研究・

受託研究 
－ 67 件 69 件 74 件 60 件 －   経常利益（千円） － － － － －   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － －   

  
 

        従事人員数 64 名 59 名 62 名 60 名 －   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 【海洋環境の保全】 

深刻化する地球環境

問題に対応するた

め、世界的な規模で

地球温暖化の防止、

大気汚染の防止、海

洋生態系被害の防止

等が進められてお

り、新たな環境規制

の導入、更なる規制

【海洋環境の保

全】 

中期目標に示され

ているように、深

刻化する地球環境

問題に対応するた

め、世界的な規模

で地球温暖化の防

止等が進められて

いる。このため、新

【海洋環境の保

全】 

国際ルール化を

日本が主導するこ

と等による環境イ

ンパクトの大幅な

低減と社会合理性

を兼ね備えた環境

規制の構築に向け

て、その前提とな

１．評価軸 

（社会的・経済的

観点） 

○成果・取組が国 

際競争力の向上に 

つながるものであ 

るか 

○成果・取組が社 

会的価値（グリー 

ンイノベーショ 

＜主要な業務実績＞ 

26 年度計画は全て達成

した。 

主な研究成果を以下に

示す。 

 

■船舶の省エネ化の推

進の取り組み 

 CO2排出抑制の国際的

枠組みに対応するた

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

海洋環境の保全に向けた取

組・成果は、評価軸の観点等

を総合的に勘案した結果、国

際競争力の向上や社会的価値

（グリーンイノベーション）

の創出の最大化に向けて、顕

著な成果の創出や将来的な成

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
海洋環境の保全に向けた取組・成果は、評価軸の観点等を総合的に勘案した結果、着

実な業務運営がなされている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・研究成果は、環境保全の立場から優れた社会貢献を果たしていると認められる。 
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の強化が行われると

ともに、これら規制

等に対応する環境技

術開発（グリーン・イ

ノベーション）等に

対する社会的要請が

高まっている。 

これらの社会的な要

請に対応するため、

「ゼロエミッション

（環境インパクトゼ

ロ）」を目指した環境

インパクトの大幅な

低減と社会合理性を

兼ね備えた環境規制

の実現及び「国際ル

ール形成への戦略的

な関与」を通じた海

事産業の国際競争力

の強化に資する基盤

的技術の開発に関す

る以下の研究に取り

組むこと。 

(４) 環境インパク

トの大幅な低減と社

会合理性を兼ね備え

た環境規制の実現に

資する環境評価技術

の高度化及び環境規

制体系の構築のため

の研究 

(５) 船舶のグリー

ン・イノベーション

の実現に資する革新

的な環境負荷低減技

術及びその普及に必

要となる実海域にお

ける運航性能評価手

法の開発及び高度化

に関する研究 

(６) 船舶の更なる

たな環境規制の導

入等が行われると

ともに、これら規

制等に対応する環

境技術開発（グリ

ーン・イノベーシ

ョン）等の社会的

要請が高まってい

る。 

これらの社会的な

要請に対応して、

船舶の分野におい

ても船舶からのＣ

Ｏ２、ＮＯｘ等の

大幅な削減強化に

向けた議論が国際

的に進められてお

り、研究所として、

国際ルール化を日

本が主導すること

等による環境イン

パクトの大幅な低

減と社会合理性を

兼ね備えた環境規

制の構築に向け

て、その前提とな

る基盤的な環境技

術、特に、環境基準

の構築のコアとな

る環境影響評価技

術、ＰＭ計測技術

等と「ゼロエミッ

ション（環境イン

パクトゼロ）」を目

指した環境インパ

クトの大幅な低減

が可能なシステ

ム・要素技術等の

基盤的技術に関す

る次の研究を行

う。 

る基盤的な環境技

術、特に、環境基準

の構築のコアとな

る環境影響評価技

術、ＰＭ計測技術

等と「ゼロエミッ

ション（環境イン

パクトゼロ）」を目

指した環境インパ

クトの大幅な低減

が可能なシステ

ム・要素技術等の

基盤的技術に関す

る次の研究を行

う。 

（４）環境インパ 

クトの大幅な低減 

と社会合理性を兼 

ね備えた環境規制 

の実現に資する環 

境評価技術の高度 

化及び環境規制体 

系の構築のための 

研究 

－船舶を対象とし 

た大気環境規制の 

評価ツールとし 

て、国際的な環境 

規制強化の費用対 

効果を社会的費用 

を含めた形で評価 

できるモデルを構 

築する 等 

（５）船舶のグリ 

ーン・イノベーシ 

ョンの実現に資す 

る革新的な環境負 

荷低減技術及びそ 

の普及に必要とな 

る実海域における 

運航性能評価手法 

ン）の創出に貢献 

するものであるか 

（国際的観点） 

○成果・取組が国 

際的な水準に照ら 

して十分大きな意 

義があるものか 

（時間的観点） 

○成果・取組が期 

待された時期に適 

切な形で創出・実 

施されているか 

（妥当性の観点） 

○成果・取組が国

の方針や社会のニ

ーズと適合してい

るか 

２．評価項目 

（課題解決・貢献

型） 

○環境インパクト

の大幅な低減と社

会合理性を兼ね備

えた環境規制の実

現に資する環境評

価技術の高度化及

び環境規制体系の

構築のための研究 

○船舶のグリー

ン・イノベーショ

ンの実現に資する

革新的な環境負荷

低減技術及びその

普及に必要となる

実海域における運

航性能評価手法の

開発及び高度化に

関する研究 

○船舶の更なるグ

リーン化等を実現

するための、ＮＯ

め、船舶の省エネルギ

ー技術の開発を進めて

いる。 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①波浪中の省エネ効果

を高めるために船尾に

装着する小径円環ダク

ト（ＷＡＤ）について、

平成26年度は１１隻に

搭載。CFD（数値流体力

学）や船型開発システ

ム等による最適化技術

が評価され、27 年度は

さらに 29隻に搭載（予

定）。 

②波浪中の船体の運動

の再現とともに、WAD 等

の付加物の形状や取付

位置を最適化するツー

ルとして、複雑な物体

まわりの抵抗・推進性

能を推定できる重合格

子法を適用する新たな

ＣＦＤソフトウエア

「ＮＡＧＩＳＡ」を開

発（32 社にリリース）。 

③ＥＥＤＩ（エネルギ

ー効率設計指標）規制

対応のため、ＣＦＤを

適用した実海域省エネ

船型開発システムを用

いた船型開発を実施

し、中型ケミカルタン

カーのＥＥＤＩフェー

ズ２船型の開発に成功

［EEDI_参照値＝28.6］

達成。 

■実運航性能の評価の

取り組み 

主な研究成果の具体

果の創出の期待等が認められ

る。 

以下にその根拠を示す。 

 

（社会的・経済的観点） 

以下に示す海洋環境保全のた

めの研究成果は、地球温暖化

防止や大気・海洋環境の保全

に必要な技術として社会的価

値（グリーンイノベーション）

の創出に貢献し、また、環境

規制に適合する技術を世界に

先駆けて開発することによ

り、国際競争力の向上にもつ

ながる。 

□地球温暖化対策 

①中型ケミカルタンカーの

EEDI「フェーズ２」対応船型

（参照ラインから２８．６％

減）の開発等、CFD を応用した

船型開発。 

②波浪に対応するとともに船

尾流れ計算を高度化する新Ｃ

ＦＤソフトウエア｢NAGISA｣の

開発。 

③省エネ運航を支援する運航

シミュレータ（VESTA）の機能

強化。 

□大気・海洋環境 

④ブラックカーボン規制の

IMO 審議への科学的基礎の提

供。 

⑤生物越境移動対策としての

防汚塗装の普遍的な評価手法

の開発。 

 

（国際的観点） 

IMOの規制の進展に対応し、実

海域の海象を考慮した世界最

先端の燃費性能指標である

EEDIweather を造船所と共同

・船舶の省エネ推進に関する各課題に於いて、十分な成果を上げており、実用化や基

準化に結びついていることは、高く評価できる。特に「NAGISA」の普及に期待する。

また、EEDI weather は、国際的な貢献も期待できる。 

・環境インパクトの大幅な低減と社会合理性を兼ね備えた環境規制の実現に資する

環境評価技術の高度化及び環境規制体系の構築のための研究では、WAD（26 年度は 11

隻、27 年度は 29隻（予定）に搭載）や、付加物形状と位置を最適化する計算ツール

「NAGISA」を開発（32 社にリリース）するなど、船舶の省エネルギー技術の開発を

達成している。 

・船舶のグリーン・イノベーションの実現に資する革新的な環境負荷低減技術及びそ

の普及に必要となる実海域における運航性能評価手法の開発及び高度化に関する研

究では、実運航性能シミュレータ（VESTA）の機能強化をはかり、業界の CO2 排出規

制（EEDI、SEEMP）対応に貢献し（11 ライセンス）、また実海域海象を考慮した船舶

の燃費性能指標（EEDI weather）を開発し世界初の船級認証を取得している。また

CFD による実海域省エネ船型開発システムを用いて中型ケミカルタンカーの EEDI フ

ェーズ 2船型の開発に成功（EEDI 値 28.6）しており、目標を達成している。 

・船舶の更なるグリーン化等を実現するための大気汚染物質の削減、船舶の運航に起

因する生態系影響の防止に資する基盤的技術及びその普及に必要となる性能評価手

法の開発及び高度化に関する研究では、複数のエンジンや燃料を用い、各計測手法の

特性と長所・短所を整理し、エンジン条件等によるブラックカーボン（BC）、PM の排

出率、組成の違いを明らかにしており、また生物の船体付着を抑制するため、塗料の

防汚性能の再現性の高い評価方法を考案し、ISO への提案原案をまとめている。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められ、着実な業務運営がなされている。 

・国の政策課題とも一致した課題を、幅広くかつ着実に実施している。予算が限られ

ている中、テーマの重点化を考えても良いかもしれない。 
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グリーン化等を実現

するための、ＮＯｘ、

ＳＯｘ、ＰＭ等の大

気汚染物質の削減、

船舶の運航に起因す

る生態系影響の防止

に資する基盤的技術

及びその普及に必要

となる性能評価手法

の開発及び高度化に

関する研究 

(４) 環境インパ

クトの大幅な低減

と社会合理性を兼

ね備えた環境規制

の実現に資する環

境評価技術の高度

化及び環境規制体

系の構築のための

研究 

－ＩＭＯでの適切 

な大気汚染物質放 

出規制海域（ＥＣ 

Ａ）設定に繋がる 

大気汚染物質低減 

効果の評価手法の 

開発、ＩＭＯ等で 

の船舶に対する新 

たな環境規制導入 

の検討に利用可能 

な社会費用便益分 

析等の合理的・定 

量的評価手法の開 

発 等 

(５) 船舶のグリ

ーン・イノベーシ

ョンの実現に資す

る革新的な環境負

荷低減技術及びそ

の普及に必要とな

る実海域における

運航性能評価手法

の開発及び高度化

に関する研究 

－実海域における 

省エネ等の運航性 

能評価を行うため 

のシミュレータの 

開発、設計段階で 

の省エネデバイス 

等の実海域性能評 

価を可能とするＣ 

の開発及び高度化 

に関する研究 

－省エネ等の運航 

性能評価を行うた 

めのシミュレータ 

（ＶＥＳＴＡ）に 

ついて、波浪中自 

航要素評価モデル 

の組み込み等の高 

度化を図り、エネ 

ルギー効率運航指 

標（ＥＥＯＩ）の 

議論に対応するた 

め、実運航データ 

解析と要因分析を 

行い引き続きオペ 

レーション影響を 

抽出する。 

－ＥＥＤＩ規制に 

対応した船舶の省 

エネ化を推進する 

ため、ＥＥＤＩ規 

制対応型の新船型 

を開発する 等 

（６）船舶の更な 

るグリーン化等を 

実現するための、 

ＮＯｘ、ＳＯｘ、 

ＰＭ等の大気汚染 

物質の削減、船舶 

の運航に起因する 

生態系影響の防止 

に資する基盤的技 

術及びその普及に 

必要となる性能評 

価手法の開発及び 

高度化に関する研 

究 

－ＳＯｘ規制強化 

に伴い着火性が一 

層悪化すると予想 

ｘ、ＳＯｘ、ＰＭ等

の大気汚染物質の

削減、船舶の運航

に起因する生態系

影響の防止に資す

る基盤的技術及び

その普及に必要と

なる性能評価手法

の開発及び高度化

に関する研究 

例を以下に示す。 

①実運航性能シミュレ

ータ（ＶＥＳＴＡ）につ

いて、船社から提供さ

れた実運航データを解

析してオペレーション

影響を分析するととも

に、ユーザーニーズに

適応する機能強化（試

運転解析機能など）を

はかり、業界の CO2排出

規制（EEDI、SEEMP（エ

ネルギー効率運航指

標））対応に貢献（現在、

１１ライセンス）。 

②実海域の海象を考慮

した船舶の燃費性能指

標ＥＥＤＩ weather を

造船所と共同開発、世

界初の船級認証を取得

（19 型ケミカルタンカ

ー「CHEM HOUSTON」）」。 

■ブラックカーボン

（BC）の計測技術の比

較及び防汚塗料の性能

評価のための標準試験

法の構築 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①舶用機関から排出さ

れるスス成分（ブラッ

クカーボン（BC）；粒子

状物質 PMの中の黒色成

分）が北極圏の氷雪の

融解を促進させること

が懸念され、国際海事

機関（IMO）において規

制のための審議が始ま

っている。BC は、その

定義や計測方法も確立

されていないことか

で開発し、世界初の認証を取

得する等、国際的に十分大き

な意義のある成果を得た。 

 

（時間的観点） 

成果は、国際的な規制動向に

的確に対応し、EEDI 規制に対

応する船型開発や、審議を先

取りする防汚性能評価手法の

開発等、適切な時期に創出・

実施している。 

 

（妥当性の観点） 

研究開発は、国（国土交通省）

の方針に従って実施してお

り、また、造船・海運等の企業

と連携することで社会ニーズ

に的確に対応している。 

 

＜海技研研究計画・評価委員

会の評価とコメント＞ 

○年度計画・成果目標は達成

し、評価軸の観点等を総合的

に勘案した結果、国際競争力

の向上や社会的価値（グリー

ンイノベーション）の創出の

最大化に向けて、顕著な成果

の創出や将来的な成果の創出

の期待等が認められ、Ａ評価

とした。 

以下、具体的なコメントを

示す。 

 

○船舶の省エネ化、実運航性

能予測、環境負荷の予測・低

減の各課題において、成果の

充実が図られている。特に民

間への技術普及や国際基準化

を牽引する成果につながって

いることは波及性の点で高く

評価する。（大学、造船） 
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ＦＤプログラムの 

開発等の実海域に 

おける運航性能評 

価手法の開発 

－推進効率が高く 

大幅な省エネが可 

能な２軸リアクシ 

ョンポッドシステ 

ム、船尾流場制御 

技術を利用した実 

海域性能の高い省 

エネデバイス等の 

ＣＯ２排出削減技 

術に係る基盤技術 

の開発 等 

(６) 船舶の更な

るグリーン化等を

実現するための、

ＮＯｘ、ＳＯｘ、Ｐ

Ｍ等の大気汚染物

質の削減、船舶の

運航に起因する生

態系影響の防止に

資する基盤的技術

及びその普及に必

要となる性能評価

手法の開発及び高

度化に関する研究 

－舶用ＳＣＲシス 

テムの耐久性向 

上、低コスト化、 

認証ガイドライン 

等のＮＯｘ３次規 

制に必要な実用化 

技術の確立、ポス 

ト３次規制を想定 

した更なるＮＯｘ 

削減のための計 

測・評価、処理技 

術等の開発、将来 

的なＳＯｘ、ＰＭ 

される舶用燃料 

（セタン指数 20～ 

30 程度）の安定的 

な燃焼技術の確 

立、各種条件下で  

のスクラバーによ 

る排ガス浄化性能 

と排水特性の把 

握、スクラバ排水 

モニタリング方法 

等及びＩＭＯにお 

ける検討に資する 

ため、BC（ブラッ 

クカーボン）計測 

方法等の評価・改 

善 

－船体付着防止技 

術の基礎として、 

船底塗料の防汚性 

能評価手法の国際 

標準原案の作成  

等 

 

ら、IMO での審議を円滑

に進め、合理的な規制

を策定するため、BC の

排出実態や計測方法の

特性の把握を進めてい

る。 

複数の試験エンジ

ン、燃料（A,C 重油）を

用いて、計測原理が異

なる６つの計測手法の

同時計測を実施し、結

果を比較検討した（一

部計測法については実

船計測も実施）。各計測

手法の特性と長所・短

所を整理し、エンジン

条件等による BC、PM の

排出率、組成の違いを

明らかにした。燃料転

換・電子制御化などに

よるBC削減効果につい

ても限定的であること

を示した。  

②海生生物の越境移動

による生態系攪乱に対

して、船体への付着が

問題となっている。船

体付着の抑制を推進す

るために、付着を防止

する唯一の手段である

防汚塗料について、防

汚性能を客観的に評価

する指標が必要であ

る。 

防汚性能は実海域で

の浸漬試験で評価され

ているが、海域・季節に

より特性が大きく変動

する。再現性の高い評

価方法として、実験室

で制御された環境で実

○環境規制の強化に対応した

先駆的な内容が多々見られ、

評価できる。（造船） 

○日本近海で ECA 設定の影

響を定量的に評価したことは

顕著な社会的、国際的貢献と

思われる。（大学） 

○水槽試験技術において、タ

ーボチャージャーを含めた主

機のモデル化が行われたこと

は顕著な社会的貢献と思われ

る。（大学） 

○CFD ソフトウェア「NAGISA」

の開発は、秀逸と評価する。

また、付加物の省エネ効果を

実験と計算で確認できたこと

は顕著な貢献と思われる。（造

船、海運、大学） 

○EEDI二次規制対応船型の開

発など、適切な時期に IMO 等

による環境規制に資する最先

端の研究成果が得られてお

り、これらは国の施策、社会

にニーズに沿ったものであ

る。（海運、大学） 

○ブラックカーボンの計測技

術の比較は、IMOにおける審議

に科学的データを提供するも

のであり、また防汚塗料の性

能評価のための標準試験法は

国際基準の懸案として提案準

備化されており、国際的観点

から十分に意義のあるものと

なっている。IMOでの議論など

国際的な規制動向に対応した

事項が実施されており、時間

的な観点からも適切である。

（大学、海運） 
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規制に対応した計 

測・評価、処理技 

術等の開発 

－船体付着生物の

船体付着・侵入リ

スクの評価手法の

確立、沈船等から

の油漏えいリスク

評価 等 

施できる評価試験法を

考案し、国際標準（ISO）

の原案としてまとめた

（提案準備中）。 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、海洋環境の保全に

向けた研究開発や研究成果に

基づいた国際基準化への取組

等により、国際競争力の向上

や社会的価値（グリーンイノ

ベーション）の創出の最大化

を図り、海洋環境の保全に貢

献する。 

 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－３ 海洋の開発 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人海上技術安全研究所法（平成１３年法律第２０８号）第 3 条

及び第１１条 
当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度    ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   

所外発表 
 

－ 42 件 50 件 59 件 65 件 －   予算額（千円） 42,486 48,537 64,326 72,455 －   

英文所外発

表 
－ 16 件 17 件 15 件 20 件 －   決算額（千円） 41,742 45,711 63,475 66,422 －   

特許・コア

プログラム 
－ 8 件 7 件 9 件 10 件 －   経常費用（千円） － － － － －   

共同研究・

受託研究 
－ 26 件 32 件 40 件 33 件 －   経常利益（千円） － － － － －   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － －   

  
 

        従事人員数 23 名 31 名 30 名 36 名 －   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 【海洋の開発】 

我が国は世界第６位

ともいわれる広大な

海洋空間を有し、そ

の利活用並びに海洋

再生可能エネルギー

及び賦存することが

期待される海洋資

源・エネルギーの開

発を進めることは、

【海洋の開発】 

中期目標に示され

ているように、海

洋開発は我が国の

成長を支える基盤

であるとともに、

資源・エネルギー

安全保障等、今後

長期にわたり継続

する構造問題解決

【海洋の開発】 

浮体式海洋構造

物の安全性評価手

法、海洋開発に伴

う環境負荷軽減等

は海洋利活用の基

礎となるものであ

り、その開発・高度

化を図ることによ

り我が国周辺海域

１．評価軸 

（社会的・経済的

観点） 

○国家プロジェク 

トへの貢献がなさ 

れているか 

（時間的観点） 

○成果・取組が期 

待された時期に適 

切な形で創出・実 

＜主要な業務実績＞ 

26 年度計画は全て達成

した。 

主な研究成果を以下に

示す。 

 

■海底熱水鉱床等広域

探査技術及び採取技術

の開発への貢献 

主な研究成果の具体

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

海洋の開発に向けた取組・成

果は、評価軸の観点等を総合

的に勘案した結果、国家プロ

ジェクトへの貢献等の最大化

に向けて、顕著な成果の創出

や将来的な成果の創出の期待

等が認められる。 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
海洋の開発に向けた取組・成果は、評価軸の観点等を総合的に勘案した結果、着実な

業務運営がなされている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・浮体式洋上風力発電等の海洋再生可能エネルギー生産システムに係る基盤技術の
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資源・エネルギー安

全保障、地球環境問

題、食糧需給逼迫等

の問題への有効な解

決手段として期待さ

れており、「海洋基本

法」（平成 19 年法律

第33号）に基づく「海

洋基本計画」（平成 20

年３月閣議決定）で

は「海洋資源の開発

及び利用の推進」が、

政府の新成長戦略で

は「海洋資源、海洋再

生可能エネルギー等

の開発・普及の推進」

が掲げられている。 

一方、海洋開発は投

資リスクが大きく民

間のみでの取り組み

が困難であることか

ら、推進に当たって

は官民が連携した取

り組みが不可欠であ

る。 

そのため、海洋利活

用及び海洋開発の基

礎となる、海洋構造

物の安全性評価手法

及び環境負荷軽減手

法の開発・高度化に

関する以下の研究に

取り組むこと。 

(７) 浮体式洋上風

力発電等の海洋再生

可能エネルギー生産

システムに係る基盤

技術の開発並びに安

全性評価手法の開発

及び高度化に関する

研究 

に重要な役割とし

て期待されてお

り、関係機関の連

携のもとで我が国

の海洋開発が進捗

してきている。 

一方で、実際の海

洋開発は民間での

開発リスクが過大

であるため、海洋

開発推進、海洋産

業の育成に向けた

国と民間の連携が

重要となってい

る。 

研究所としては、

内外の関係機関の

連携のもと、海洋

立国を目指したナ

ショナルプロジェ

クト・政策への技

術的貢献ととも

に、実際の開発・生

産を担う本邦企業

への技術支援を行

うこととする。 

特に、浮体式海洋

構造物の安全性評

価手法、海洋開発

に伴う環境負荷軽

減等は海洋利活用

の基礎となるもの

であり、その開発・

高度化を図ること

により我が国周辺

海域における海洋

再生可能エネルギ

ーの開発・普及促

進、海洋資源の確

保及び産業競争力

強化に資する次の

における海洋再生

可能エネルギーの

開発・普及促進、海

洋資源の確保及び

産業競争力強化に

資する次の研究

を、研究所と内外

の関係機関との連

携のもと行う。 

（７）浮体式洋上 

風力発電等の海洋 

再生可能エネルギ 

ー生産システムに 

係る基盤技術の開 

発並びに安全性評 

価手法の開発及び 

高度化に関する研 

究 

－浮体式洋上風力 

発電システムにお 

けるブレード・ピ 

ッチ制御について 

最適レギュレータ 

制御について検討 

する  

－漂流シミュレー 

ションに衝突時の 

挙動解析機能を加 

え、水槽実験等に 

より検証する等 

（８）浮体技術を 

利用した海洋資源 

生産システムの基 

盤技術の開発並び 

に安全性評価手法 

の開発及び高度化 

に関する研究 

－洋上天然ガス生 

産システムの洋上 

出荷シミュレータ 

に詳細稼働性評価 

施されているか 

（妥当性の観点） 

○成果・取組が国

の方針や社会のニ

ーズと適合してい

るか 

２．評価項目 

（課題解決・貢献

型） 

○浮体式洋上風力

発電等の海洋再生

可能エネルギー生

産システムに係る

基盤技術の開発並

びに安全性評価手

法の開発及び高度

化に関する研究 

○浮体技術を利用

した海洋資源生産

システムの基盤技

術の開発並びに安

全性評価手法の開

発及び高度化に関

する研究 

○海洋の利用・開

発に起因する環境

影響の評価手法の

開発等環境負荷の

軽減に関する研究 

例を以下に示す。 

 

①国の科学技術イノベ

ーション総合戦略にも

とづく SIP（戦略的イノ

ベーションプログラ

ム）に参加し、海底熱水

鉱床等の広域探査を可

能 と す る 小 型 AUV

（ Autonomous Underwater 

Vehicle：自律型無人潜

水機）及び複数 AUVの運

用を可能とするオペレ

ーション・システムの

開発を開始。 

・航行型 AUV 及び洋上

中継器等の基本設計を

完了した。 

・年度途中で追加予算

に応募し、広域探査を

補助するとともに、海

底面を近接探査する

「ホバリング型 AUV」を

開発、設計・製作した。 

 

②独立行政法人石油天

然ガス・金属鉱物資源

機構の事業に協力して

採掘要素技術の開発を

進めた。 

・採掘要素技術試験機

を用いた洋上試験に貢

献し、採掘ユニットの

仕様に関する技術課題

を抽出。 

・揚鉱ユニットの要素

技術検討に貢献し、商

業化に向けた揚鉱ユニ

ットの要素技術に係る

基礎データを取得、評

価。 

以下にその根拠を示す。 

 

（社会的・経済的観点） 

①海底熱水鉱床開発や洋上の

再生エネルギー開発は、わが

国の資源・エネルギーを確保

する上で重要な課題である。

これらの課題に対して、SIP

（戦略的イノベーション創造

プログラム）、JOGMECプロジェ

クト等で貢献しており、社会

的にも経済的にも意義が大き

い。 

②洋上風力発電や波力発電で

は、実用化を目的とした NEDO

プロジェクトに貢献した。 

③研究成果を、洋上 LNG 生産

システム関係での日本海事協

会のガイドライン改定、及び

浮体式洋上風力発電システム

や波力発電設備における国の

安全ガイドラインの策定に反

映させており、これらのシス

テムの安全性の確保に貢献し

ている。 

④我が国企業が関係する海外

プロジェクトにおいて安全性

評価を行い、国際的競争力の

向上に貢献した。 

 

（時間的観点） 

国及び関係する国立研究開発

法人等の団体が必要とした時

期に研究開発に参画し、技術

開発や安全ガイドライン策定

等を実施する等、適切な時期

に研究開発を創出・実施した 

 

（妥当性の観点） 

これらの研究開発は、社会の

要請に基づく国の方針（エネ

開発並びに安全性評価手法の開発及び高度化に関する研究では、風、波、流れの複合

環境外力下で FLNG システムの一体解析が可能なプログラム（NMRI-NT）の開発、FLNG

の浮体に関する技術開発及び安全性評価の研究推進、新形式 LNG 出荷システムに対

する稼働率評価方法の構築と、それを用いた可動出荷浮体とシャトル船の接続、FLNG

とシャトル船の洋上ドッキングの 2形式の稼働率を評価している。 

・浮体技術を利用した海洋資源生産システムの基盤技術の開発並びに安全性評価手

法の開発及び高度化に関する研究では、海底熱水鉱床等の探査用 AUV及び複数 AUV の

運用を可能とするオペレーション・システムの開発を開始し、航行型 AUV 及び洋上

中継器等の基本設計完了、ホバリング型 AUV を予定より前倒しで開発・製作し、また

JOGMEC に協力する形で採掘要素技術の開発を進めており、ほぼ目標を達成している。 

・ホバリング型 AUV を短期に開発、設計・制作は、日本の海洋開発に有用な貢献であ

る。 

洋上 LNG 生産システム、浮体式洋上風力発電システム、波力発電設備などに関する

ガイドラインへの反映は、時間的にも適切な時期に、これらのシステムの安全性を確

保に貢献しており、社会的意義が高い。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められ、着実な業務運営がなされている。 

・年度計画をすべて達成しており、研究成果も十分なものである。 

・予算が限られている中、しっかりと着実に成果を挙げている。必要に応じて集中と

選択を図っても良いかもしれない。 
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(８) 浮体技術を利

用した海洋資源生産

システムの基盤技術

の開発並びに安全性

評価手法の開発及び

高度化に関する研究 

(９) 海洋の利用・

開発に起因する環境

影響の評価手法の開

発等環境負荷の軽減

に関する研究 

研究を行う。 

(７) 浮体式洋上

風力発電等の海洋

再生可能エネルギ

ー生産システムに

係る基盤技術の開

発並びに安全性評

価手法の開発及び

高度化に関する研

究 

－浮体式洋上風力 

発電システムの動 

揺制御技術の開発 

及び安全性評価ガ 

イドライン等の作 

成、複合再生可能 

エネルギー発電シ 

ステムの安全性・ 

性能評価手法の開 

発等 

(８) 浮体技術を

利用した海洋資源

生産システムの基

盤技術の開発並び

に安全性評価手法

の開発及び高度化

に関する研究 

－洋上天然ガス生 

産システムの複合 

環境外力下におけ 

る洋上出荷オペレ 

ーションシミュレ 

ータ及び総合安全 

性評価手法の開 

発、海底熱水鉱床 

開発用サブシー 

（採鉱・揚鉱）シ 

ステムの技術開発 

及びその運用に係 

る安全性評価技術

の開発 等 

機能を追加し、試 

解析を実施する。 

また、実証試験に 

向けた採掘・揚鉱 

システムの実海域 

オペレーションに 

関する安全性を検 

討するとともに、 

揚鉱管の耐久性に 

関する評価手法を 

確立する 

－平成 27年度前

半 

での完成を目標 

に、海底熱水鉱床 

等の広域探査を行 

うための小型で安 

価な航行型 AUV の 

製作を開始する。 

同時複数展開がで 

きるためのプログ 

ラム、通信システ 

ムを開発する 等 

 

・揚鉱の傾斜管内の圧

力損失を推定する手法

を開発するとともに、

鉱石劣化が配管摩耗に

及ぼす影響を評価。 

 

■浮体式 LNG 設計要件

ガイドラインの改定に

貢献及び天然ガス洋上

出荷オペレーション技

術の開発 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①FLNG システムの一体

解析が可能なシミュレ

ーション・プログラム

NMRI-NT を開発。風、波、

流れの複合環境外力下

において、FLNG のタレ

ット係留システム、ラ

イザー管、深層水取水

管等の非線形特性と動

的挙動影響を含めた解

析が可能になった。 

②国の進める浮体式洋

上 LNG 生産システム

（FLNG）の開発におい

て、浮体に係る技術開

発及び安全性評価の研

究を推進。 

新形式 LNG 出荷シス

テムに対する稼働率の

評価方法を構築し、新

形式出荷システムとし

て可動出荷浮体とシャ

トル船の接続、FLNG と

シャトル船の洋上ドッ

キングの 2 形式を対象

とした数値計算に基づ

き、それぞれの稼働率

を評価した。 

ルギー基本計画や海洋基本計

画）に従って実施されており、

国の方針と社会のニーズに適

合している。 

 

＜海技研研究計画・評価委員

会の評価とコメント＞ 

○年度計画・成果目標は達成

し、評価軸の観点等を総合的

に勘案した結果、国家プロジ

ェクトへの貢献等の最大化に

向けて、顕著な成果の創出や

将来的な成果の創出の期待等

が認められ、Ａ評価とした。 

以下、具体的なコメントを

示す。 

 

○海底熱水鉱床関連研究にお

ける AUV の開発、浮体式洋上

LNG 生産システム関連研究に

おけるシミュレーションプロ

グラムの開発など国家プロジ

ェクトに貢献する研究成果が

適切な時期に得られている。

これらの研究成果は、国の施

策に沿ったものであり、国内

産業への貢献など社会のニー

ズに適合している。（大学、造

船） 

○ブレードピッチ制御への最

適制御で洋上風車設計上の顕

著な成果を挙げている。（大

学） 
○ＦＬＮＧの係留設計で船級

規則を革新する成果を挙げた

ことは顕著な社会的貢献であ

る。（大学） 
○将来の日本にとって非常に

有意義な研究である。ホバリ

ング型 AUV を短期に開発、

設計・制作したことは立派で
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(９ )  海洋の利

用・開発に起因す

る環境影響の評価

手法の開発等環境

負荷の軽減に関す

る研究 

－海底熱水鉱床開

発における排水・

採掘等に伴う環境

負荷推定手法の開

発、海洋再生可能

エネルギー生産シ

ステム開発に伴う

環境負荷推定手法

の開発 等 

 ある。（海運） 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、海洋の開発に向

けた研究開発や研究成果に基

づいたガイドライン化への取

組等により、国家プロジェク

トへの貢献等の最大化を図

り、海洋の開発に貢献する。 

 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－２－４ 海上輸送の高度化 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
国立研究開発法人海上技術安全研究所法（平成１３年法律第２０８号）第 3 条

及び第１１条 
当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度    ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   

所外発表 
 

－ 61 件 54 件 69 件 72 件 －   予算額（千円） 40,936 58,318 61,890 74,808 －   

英文所外発

表 
－ 12 件 11 件 18 件 14 件 －   決算額（千円） 40,654 58,037 60,081 73,971 －   

特許・コア

プログラム 
－ 1 件 5 件 2 件 7 件 －   経常費用（千円） － － － － －   

共同研究・

受託研究 
－ 16 件 22 件 24 件 25 件 －   経常利益（千円） － － － － －   

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
－ － － － －   

  
 

        従事人員数 37 名 36 名 33 名 24 名 －   

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 【海上輸送の高度

化】 

地球環境問題の深刻

化、少子高齢化や地

域人口の過密化・過

疎化の進展、近年の

世界的規模の景気の

後退や大幅な為替変

動による事業環境の

悪化等の社会環境・

【海上輸送の高度

化】 

中期目標に示され

ているように、我

が国経済の持続的

発展を図るため、

その基盤を支えて

いる海上物流の効

率化、海上輸送シ

ステムを含む物流

【海上輸送の高度

化】 

物流の効率化等

に資するため、海

上輸送を支える造

船、海運、物流分野

の基盤的技術開

発、特に、モード間

を有機的に結びつ

けた物流の最適化

１．評価軸 

（社会的・経済的

観点） 

○成果・取組が社 

会的価値（海事産 

業の競争力強化） 

の創出に貢献する 

ものであるか 

（時間的観点） 

○成果・取組が期 

＜主要な業務実績＞ 

26 年度計画は全て達成

した。 

主な研究成果を以下に

示す。 

 

■シームレス小型船の

開発と社会実験の実施 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

海上輸送の高度化に向けた取

組・成果は、評価軸の観点等

を総合的に勘案した結果、社

会的価値（海事産業の競争力

強化）の創出の最大化に向け

て、顕著な成果の創出や将来

的な成果の創出の期待等が認

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
海上輸送の高度化に向けた取組・成果は、評価軸の観点等を総合的に勘案した結果、

着実な業務運営がなされている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・海上輸送の新たなニーズに対応した運航支援技術・輸送システム等の開発に関する
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構造の変化が進む

中、我が国経済の持

続的発展を図るため

には、モーダルシフ

トの推進や移動の円

滑化等に対応した、

海上物流の効率化、

海上輸送を含む物流

システムの総合的な

改善、海事産業の競

争力強化が求められ

ている。 

そのため、航海支援

技術、物流の効率化

等に関する以下の研

究に取り組むこと。 

(10) 海上物流の効

率化・最適化を政策

的に評価する手法の

開発及び高度化に関

する研究 

(11) 海上輸送の新

たなニーズに対応し

た運航支援技術・輸

送システム等の開発

に関する研究 

 

システムの総合的

な改善、海事産業

の競争力の強化が

求められている。 

研究所としては、

物流の効率化等に

資するため、海上

輸送を支える造

船、海運、物流分野

の基盤的技術開

発、特に、モード間

を有機的に結びつ

けた物流の最適化

や船員の制度的な

スキルと現状、最

近のＩＴ技術の急

速な進歩を踏まえ

た航海支援システ

ムの改善等、従来

の研究領域、分野

を超えた融合化研

究の必要性が高ま

っている領域につ

いての次の研究を

行う。 

(10) 海上物流の

効率化・最適化を

政策的に評価する

手法の開発及び高

度化に関する研究 

－内航フィーダー 

輸送活性化等の施 

策に関連する、海 

運を中心とした物 

流動向等の事前評 

価が可能となるツ 

ール及び外航ネッ 

トワークと内航フ 

ィーダー航路のリ 

ンク評価プログラ 

ム等の開発 等 

や船員の制度的な

スキルと現状、最

近のＩＴ技術の急

速な進歩を踏まえ

た航海支援システ

ムの改善等、従来

の研究領域、分野

を超えた融合化研

究の必要性が高ま

っている領域につ

いての次の研究を

行う。 

（10）海上物流の 

効率化・最適化を 

政策的に評価する 

手法の開発及び高 

度化に関する研究 

－国内間及び国際 

間の流動評価サブ 

システムを統合し 

て国内発着ユニッ 

トロード流動評価 

システムを作成 

し、海運振興施策 

例の評価を行う  

等 

（11）海上輸送の 

新たなニーズに対 

応した運航支援技 

術・輸送システム 

等の開発に関する 

研究 

－機関点検支援シ 

ステムの商用化に 

向けた有効性の評 

価と改良を行うと 

ともに、陸上から 

の指示に基づく作 

業支援機能を追加 

する。また、イニ 

シャルコストの低 

待された時期に適 

切な形で創出・実 

施されているか 

（妥当性の観点） 

○成果・取組が国

の方針や社会のニ

ーズと適合してい

るか 

２．評価項目 

（課題解決・貢献

型） 

○海上物流の効率

化・最適化を政策

的に評価する手法

の開発及び高度化

に関する研究 

○海上輸送の新た

なニーズに対応し

た運航支援技術・

輸送システム等の

開発に関する研究 

 

①離島居住者（特に高

齢者）の日々の円滑な

移動と、離島航路とし

ての維持コストの削減

のため、従来の船舶に

比べ小型化（20 トン未

満）し、乗客が海上と陸

上間で交通機関の乗り

換えをせずに目的地に

移動できるコンセプト

をもつ「シームレス小

型船」を開発。 

・乗客が乗った状態の

バスが小型船に乗下船

することから、その上

下挙動の検証、また火

災時等の安全性に関す

るリスク評価等を行

い、実験船のハード面

及びソフト面からの安

全対策を講じた。 

 

②地域交通としての利

便性・受容性等を評価

するため、離島居住者

を被験者とした社会実

験を瀬戸内海（竹原～

大崎上島）にて実施、居

住者の意向を把握した

（主に高齢者）。 

・移動満足度や負担感

の観点からアンケート

調査、移動時間及び活

動量計測を実施すると

ともに、振動計測、排ガ

ス滞留計測等も行い、

シームレス小型船の有

用性、快適性等を確認。 

・本研究成果を踏まえ

た具体的な施策が、国

められる。 

以下にその根拠を示す。 

 

（社会的・経済的観点） 

①シームレス小型船の成果

は、離島航路の活性化と利便

性の向上につながり、社会的

な価値が大きい。 

②以下に示す運航支援技術、

建造技術に関する研究成果

は、海事産業の競争力を強化

し、社会的価値の創出に貢献

するものである。 

・既存船にも適用できる「機

関点検支援システム」の開発

及びそのシステム機能の拡張

により、船舶運航の安全性の

向上に寄与する。 

・入力作業が容易で、予測精

度の高い「船舶騒音予測プロ

グラム」の開発・普及により、

これまで対応が困難であった

中小内航船の規制対応を促進

し、船員の労働環境の改善に

寄与する。 

・熟練技能者に依存していた

ぎょう鉄など曲げ加工作業に

おいて、「曲げ加工支援システ

ム」の開発により、作業時間

の短縮等、製造工程の合理化

が可能となる。 

 

（時間的観点） 

①少子高齢化等、海運・造船

分野での人材確保・育成が急

務とされるなかで、適切な形

で成果が創出されている。 

②内航船への船内騒音規制の

義務化（2017 年 7 月 1 日か

ら）に対して、先行して開発

された船内騒音予測プログラ

研究では、機関点検作業支援のため航海訓練所（海王丸）において、機関点検支援シ

ステムの有効性につき確認しており、さらに「不具合対応用点検シナリオ」支援機能

を拡張し、システムの公開実験を開催するなど、積極的に活動している。また曲げ加

工支援システムを中手造船所 2社へ導入し、生産工程の約 40%時間短縮を達成してい

る。また、離島居住者（特に高齢者）の円滑移動とコスト削減のためシームレス小型

船を開発し、安全対策を講じている。 

・さらに、地域交通としての利便性・受容性等を評価するため、離島居住者を被験者

とした社会実験を瀬戸内海（竹原～大崎上島）にて実施し、交通政策基本計画に取り

上げられた。また IMO が船内騒音規制を施行したことに対応して、船内騒音レベル

予測プログラムを開発した。これらは当初目標以上の成果と言える。 

・機関点検支援システムの開発は、内航船の競争力強化に貢献し、非常に有用と考え

る。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められ、着実な業務運営がなされている。 

・年次計画に沿って順調に達成している。 

・予算が限られている中、しっかりと幅広いテーマに関して成果を挙げていることは

評価できる。現場への展開を期待したい。 
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(11) 海上輸送の

新たなニーズに対

応した運航支援技

術・輸送システム

等の開発に関する

研究 

－内航船の省力化 

を進め運航コスト 

削減を図るための 

陸上からの航海当 

直、機関運転支援 

システムの構築、 

メンテナンス、イ 

ニシャルコストの 

低減を実現するた 

めの基盤技術等の 

開発 

－ＩＴ技術の急速 

な進歩を踏まえた 

衝突予防システム 

の開発、運航支援 

機器のユーザビリ 

ティー評価法の確 

立及びガイドライ 

ンの作成 

－移動円滑化の促 

進と利用者の利便 

性向上を確保する 

ガイドラインの作 

成等 

減を実現するた 

め、これまでに開 

発した板単位での 

効率的な曲げ作業 

方案をもとに、ブ 

ロック全体での作 

業工数をさらに削 

減できるように拡 

張する 

－複数船舶からの 

送信 AIS データと 

レーダー情報に基 

づいて周辺海域の 

船舶の動静情報を 

まとめ、AIS を持

っ 

ていない船舶に提 

供するシステムの 

実海域実証実験を 

行う 

－高齢者・障害者・

離島航路居住者の

移動円滑化を向上

させるため、離島

航路に適した海

上交通と陸上交

通間で乗換なし

で移動できるシ

ームレス小型船

の開発と社会実

験を行う 等 

土交通省交通政策基本

計画の中に盛り込まれ

た。また、本研究の安全

対策検討結果をもと

に、一部の内航カーフ

ェリーに対して車両甲

板上に乗客が乗った状

態で航行できるよう措

置が実施（国土交通

省）。 

■運航支援・建造支援

技術の開発 

主な研究成果の具体

例を以下に示す。 

①船内騒音予測プログ

ラムの構築と予測精度

向上 

国際海事機関（IMO）

において、2014 年 7 月

1 日以降の建造契約船

（1600 総トン以上）に

対して船内騒音規制が

施行、2017 年 7 月 1 日

から内航船にも義務

化。外航船に比べ小さ

い内航船には厳しい騒

音規制値となってい

る。設計段階での騒音

予測可能なツール開発

及び効果的な騒音低減

対策の検討が必要。 

・Janssen法を用いた船

内騒音レベルの予測プ

ログラムを開発（プロ

グラム登録済み）。入力

データ作業に比べ予測

精度が高いことから高

評価を得ている（H26 年

度：20 社使用）。 

・騒音の実船計測を行

い、騒音源に関するデ

ムは、多くの造船事業者に活

用されており、研究成果が期

待された時期に適切な形で創

出されている。 

 

（妥当性の観点） 

①研究開発・成果は、少子高

齢化への対応、離島交通手段

の維持確保に向けた国（国土

交通省）の取り組み方針に合

致している。 

 

＜海技研研究計画・評価委員

会コメント＞ 

○年度計画記載の研究課題は

達成し、評価軸の観点等を総

合的に勘案した結果、社会的

価値（海事産業の競争力強化）

の創出の最大化に向けて、顕

著な成果の創出や将来的な成

果の創出の期待等が認めら 

れ、Ａ評価とした。 

以下、具体的なコメントを

示す。 

 

○シームレス小型船の開発と

その社会実験の実施，それに

関わる施策が交通政策基本計

画に盛り込まれたことは，特

に顕著な成果である。（大学） 

○内航船の船内騒音規制に対

応した騒音レベル予測プログ

ラムの開発など、適切な時期

に国の施策に合致した社会に

貢献できる研究成果が得られ

ている。（造船、大学） 

○曲げ加工支援システムを造

船所に導入したり、構造部材

への接着剤適用を検討するな

ど、海事産業に貢献している。

（大学） 
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ータベースを拡充し、

騒音予測精度を向上。 

②機関点検支援システ

ムの支援機能の拡張 

船舶の安全運航を担

保するため、機関部に

おける主機等の稼働状

況の定期的な確認は重

要な作業。近年では計

測装置等の信頼性が向

上しているものの費用

面等から進んでいな

い。機関点検作業を確

実にサポートできるシ

ステムのニーズは根強

く存在している。 

・航海訓練所（海王丸）

において、本機関点検

支援システムを用いた

巡回点検作業を実施

し、本システムの有効

性等につき評価を得

た。 

・「不具合対応用点検シ

ナリオ」支援機能を拡

張。本年 3月、本システ

ムの公開実験を開催。

参加した船社から実運

航船での試験搭載の要

望がある。 

③曲げ加工支援システ

ム等の導入 

国内中手造船所（2

社）へ導入し、初級技能

者への研修を実施し、

生産工程の約 40％時間

短縮を確認。またガス

加熱線指示などシステ

ムの追加改良も実施。 

 

○機関点検支援システムや見

張り支援システムの開発など

は、内航船の競争力強化に繋

がるものであり、社会的価値

の創出に貢献するものであ

る。（大学） 

 

 

＜課題と対応＞ 

引き続き、海上輸送の高度

化に向けた研究開発や研究成

果の普及への取組等により、

社会的価値（海事産業の競争

力強化）の創出等の最大化を

図り、海上輸送の高度化に貢

献する。 
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４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－１ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評価調書（研究開発成果の最大化その他業務の質の向上に関する事項）様式 

 

１．当事務及び事業に関する基本情報 

１－３ ３．戦略的な国際活動の推進 

関連する政策・施策  当該事業実施に係る根拠（個

別法条文など） 
－ 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する研究開発評価、政策

評価・行政事業レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 主な参考指標情報  ②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報） 
  基準値等 ２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度           

国際基準案

の提案 
20 件 46 件 38 件 29 件 46 件 －   予算額（千円）        

国際シンポ

ジウム開催 
1 回 1 回 2 回 2 回 1 回 －   決算額（千円）        

 
 

        経常費用（千円）        

 
 

        経常利益（千円）        

         行政サービス実施コ

スト（千円） 
       

  
 

        従事人員数        

注）予算額、決算額は支出額を記載。人件費については共通経費分を除き各業務に配賦した後の金額を記載 

３．中長期目標、中長期計画、年度計画、主な評価軸、業務実績等、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価軸（評

価の視点）、指

標等 

法人の業務実績等・自己評価 主務大臣による評価 
主な業務実績等 自己評価 

 「国際ルール形成へ

の戦略的な関与」の

実現に資するため、

国際海事機関（ＩＭ

Ｏ）、国際標準化機構

（ＩＳＯ）等に対す

る国際基準案、国際

標準案の我が国の提

案の作成に関して、

研究成果を基にした

研究成果の国際基

準化、国際標準化

を目指して基準化

研究、要素技術開

発のバランスの取

れた研究計画を企

画立案し、国際的

な技術開発動向を

踏まえつつ研究を

実施するととも

研究成果の国際基

準化、国際標準化

を目指して基準化

研究、要素技術開

発のバランスの取

れた研究計画を企

画立案し、国際的

な技術開発動向を

踏まえつつ研究を

実施するととも

１．評価軸 

○国際基準・標準

に対する貢献がな

されているか 

○国益確保への貢

献がなされている

か 

２．評価項目 

（達成型） 

○国際海事機関

＜主な業務実績等＞ 

（１）国際会議での戦

略的な活動への積極的

な貢献 

〇各船級協会の構造規

則について、ＩＭＯが

実施する条約適合審査

において、職員が技術

監査員に選任され、審

査を務めた。 

＜評定と根拠＞ 

評定：Ａ 

 

〇「国際ルール形成への戦略

的な関与」の実現に資するた

め、国際海事機関（ＩＭＯ）、

国際標準化機構（ＩＳＯ）等

に対する国際基準案、国際標

準案の我が国の提案の作成に

関して、研究成果を基にした

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
戦略的な国際活動の推進に向けての取組・成果は、評価軸の観点等を総合的に勘案し

た結果、着実な業務運営がなされている。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・様々な分野で IMO、ISO、IEC における基準・規格等策定に貢献しており、その元と
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技術的バックグラウ

ンドの提供等により

積極的に貢献するも

のとし、また、ＩＭ

Ｏ、ＩＳＯ等の国際

会議の審議に積極的

に参加し、我が国の

提案の実現に貢献す

ること。  

このため、研究成果

の国際基準化及び国

際標準化を視野に入

れ、戦略的に研究計

画を企画立案し、及

び研究を進捗させる

とともに、国際基準

化及び国際標準化に

技術的合理性を与え

るための研究開発に

ついても同時に進め

ること。  

また、海外の機関・研

究者との連携・交流

を通じて、我が国の

提案及び海事行政へ

の理解醸成に貢献す

ること。 

に、ＩＭＯ、ＩＳ

Ｏ等への国際基準

案の我が国の提案

作成について、積

極的に関与し、中

期計画期間中に

100 件以上の提案

文書等を作成す

る。 

また、我が国の提

案実現のため、Ｉ

ＭＯ、ＩＳＯ等の

国際会議の審議に

参加し、技術的な

サポートを実施す

るとともに、会議

の運営に積極的に

関与し、加えて、

主要国関係者に我

が国の提案の理解

醸成を図るため、

戦略的に国際シン

ポジウム、セミナ

ーを年１回以上開

催する。 

加えて、海事産業

の安全・環境技術

開発を加速するた

めに海外研究機

関・研究者との 

連携、交流を一層

促進する。 

また、基準等に関

連する要素技術等

の開発について

も、基準化と連携

を取りながら、積

極的に研究開発を

進めていく。 

に、ＩＭＯ、ＩＳ

Ｏ等への国際基準

案の我が国の提案

作成について、積

極的に関与し、本

年度計画期間中に

20 件以上の提案

文書等を作成す

る。 

また、我が国の提

案実現のため、Ｉ

ＭＯ、ＩＳＯ等の

国際会議の審議に

参加し、技術的な

サポートを実施す

るとともに、会議

の運営に積極的に

関与するととも

に、主要国関係者

に我が国提案の理

解醸成を図るた

め、戦略的に国際

シンポジウム、セ

ミナーを１回以上

開催する。 

加えて、海事産業

の安全・環境技術

開発を加速するた

めに海外研究機

関・研究者との連

携、交流を一層促

進する。 

また、基準等に関

連する要素技術等

の開発について

も、基準化と連携

を取りながら、積

極的に研究開発を

進めていく。 

特に本年度は、固

体ばら積み貨物の

（ＩＭＯ）、国際標

準化機構（ＩＳＯ）

等に対する国際基

準案、国際標準案

の我が国の提案の

作成に関して、研

究成果を基にした

技術的バックグラ

ウンドの提供等に

より積極的に貢献 

○ＩＭＯ、ＩＳＯ

等の国際会議の審

議に積極的に参加

し、我が国の提案

の実現に貢献 

○国際基準化及び

国際標準化に技術

的合理性を与える

ための研究開発に

ついても同時に進

める 

○海外の機関・研

究者との連携・交

流を通じて、我が

国の提案及び海事

行政への理解醸成

に貢献 

〇IMO 第 67 回海洋環境

保護委員会(MEPC67)に

おいて大気汚染及びエ

ネルギー効率指標の審

議に参加し、最低出力

基準を強化すべきとの

ギリシャの提案に対応

した。 

〇エネルギー効率設計

指標の基準の見直しに

ついて、通信作業部会

設置及び同部会での検

討項目及びスケジュー

ル の 提 案 を 行 い 、

MEPC67 においてその設

置等が認められた。 

〇汚染防止小委員会

(PPR)に対して、提案を

行い、排ガス洗浄設備

指針の改正の提案を行

い、合意された。この結

果に基づき、本年 5 月

に行われた第68回海洋

環 境 保 護 委 員 会

(MEPC68)で同指針の改

正が行われた。 

〇救命設備要件に関す

る新たなフレームワー

クの構築のため、海上

人命安全(SOLAS)条約

第 III 章 B 部の各要件

を分類する等の作業を

行う通信作業部会のコ

ーディネータを務め、

救命設備フレームワー

クの策定に貢献した。 

〇危険物ばら積み貨物

小委員会が設置した固

体ばら積み海洋環境有

害貨物に係る通信作業

部会のコーディネータ

技術的バックグラウンドの提

供等により積極的に貢献。 

これらが認められ、平成２５

年度においては、日本で二人

目となる主要委員会での議長

に選出され、２６年度も引き

続き我が国代表団の中心的存

在として我が国意見の国際規

則・基準への反映に寄与する

など、国際的に大きな貢献を

果たした。 

これらを踏まえ、所期の目標

を上回る顕著な成果が得られ

ていると判断されるため、Ａ

とした。 

 

＜課題と対応＞ 

〇引き続き国際基準案、国際

標準案の我が国の提案の作成

に関して、研究成果を基にし

た技術的バックグラウンドの

提供等により積極的に貢献す

ることとし、海外の機関・研

究者との連携・交流を通じて、

我が国の提案及び海事行政へ

の理解醸成に貢献していきた

い。 

なっている研究成果が国際的にも優れていることと評価できる。 

・しっかりとかつ積極的に国際活動に取り組んでいる様子がみられる。国際活動は、

研究者からみるとオーバヘッドとみなされてしまう恐れがあるが、人事制度などと

あわせて研究所としてしっかりとサポートしていただきたい。 

・26年度は排ガス洗浄装置の認証に係る排ガス計測条件の追加など 46件の IMO提案

文書を作成しており、また主要な委員会の議長や技術監査員を排出するなど、活発な

国際貢献を認める。 

・「研究開発成果の最大化」に向けて成果の創出や将来的な成果の創出の期待等が認

められ、着実な業務運営がなされている。 

・国際活動の推進へ向けた活動が順調に進められている。 
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運送規則のうち、

研究所が中心とな

って検討を進めて

きた、鉄鉱粉（液

状化貨物）の運送

基準及び海洋環境

有害物質となる貨

物の残滓の取り扱

いに係る規則の策

定に貢献する。 

を務めるとともに、第 1

回貨物輸送小委員会に

おいて本件作業部会の

議長を務め、海洋環境

有害貨物に係る国際海

上固体ばら積み貨物

（IMSBC）コードの改正

案の策定に貢献した。 

〇IMO 船舶設備小委員

会では、当研究所所員

が引き続き 2016年の議

長（3年目）に選出され

た。 

〇IMO での活動として、

我が国提案の技術的バ

ックボーンを提供し、

また、各国提案に対し

て技術的観点から意見

を提示できる最有力な

機関に成長しており、

会議が開催される度、

国内で開催される事前

の検討会議、IMO への提

案文書作成、IMO での審

議への参加等において

ほとんどの場面で高い

技術的知見を提供し、

政府を支援。 

〇研究所は、我が国で

は中立的立場で国際的

に信頼の高い情報を提

供できる唯一の機関と

して、各種委員会に対

して合計46件の提案文

書を作成し、あるい

は、作成に主たる役割

を果たした。 

〇研究所は、日本提案

を実現させるために、

研究者を積極的にIMO

に出席させており、２
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６年度は、のべ２１名

をIMOの関係会議に出

席させた。 

〇研究所員がISOの

TC 8/SC 2(船舶海洋技

術専門委員会/海洋環境

保護小委員会）WG 5

（防汚システム)の議長

を務め、小委員会の運

営と規格策定作業に貢

献。 

〇ISO の TC 8/SC 1(船

舶海洋技術専門委員会/
救命防火小委員会）に

おいて、研究所員がプ

ロジェクトリーダーと

して膨張式救助艇の整

備に係る規格策定に貢

献。 
〇IEC における浮体式

洋上風力発電の国際規

格策定作業に貢献。 

〇放射性物質輸送関連

では、研究所員が IAEA

の会議に計７回出席

し、放射性物質安全輸

送規則等の審議に貢

献。 

（２）海外研究機関・研

究者との連携、交流の

促進 

①船舶機関のＳＯx 規

制関連の国際ワークシ

ョップの開催 

②海外研究機関との研

究連携 

〇研究所は２５年度に

スラバヤ工科大学（Ｉ

ＴＳ）、科学技術評価応

用庁（ＢＰＰＴ）と研究

促進に向けた覚書を結
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び、２６年度はパーム

油を船のバイオ燃料に

利用する等の研究のた

め、検討等の準備を実

施。 

 
４．その他参考情報 
 



35 
 

業務実績等報告書様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

２－１ 業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
業務経費（所要

額除く） 
54.5 百万円 545 百万円 545 百万円 552 百万円 570 百万円 501 百万円 －   累計額 11 百万円 

一般管理費（所

要額除く） 
22.4 百万円 74.6 百万円 74.6 百万円 68.2 百万円 62.4 百万円 71.7 百万円 －   累計額 21 百万円 

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １．組織の見直しの

継続  

社会・行政ニーズに

迅速かつ的確に対応

し、効果的・効率的な

研究成果の創出のた

め、柔軟かつ機動的

に組織の見直し等の

組織運営を行うこ

と。  

また、保有資産につ

いては、その保有の

必要性を不断に検証

する観点から、引き

続き、利用度の把握

等を行うこと。  

２．事業運営の効率

化  

(１) 管理・間接業務

の効率化等  

１．組織の見直し

の継続 

個別の研究の実施

について、その規

模や目標、研究の

遂行に際して関係

する機関等の状況

などに応じ、プロ

ジェクトチーム設

置など、柔軟な研

究実施体制をと

る。 

また、保有資産に

ついては、その保

有の必要性を不断

に検証する観点か

ら、引き続き、利

用度の把握等を行

う。 

２．事業運営の効

１．組織の見直し

の継続 

個別の研究の実施

について、その規

模や目標、研究の

遂行に際して関係

する機関等の状況

などに応じ、プロ

ジェクトチーム設

置など、柔軟な研

究実施体制をと

る。このため、必

要に応じて、研究

開発を円滑に進め

て行くための組織

の見直し、研究員

配置の適切化を行

う。 

特に本年度は、海

洋フロンティア開

１．評価軸 
○持続可能で有効な

法人運営がなされて

いるか 

○業務運営の効率化

がなされているか 

○コンプライアンス

体制は整備されてい

るか 

２．評価項目 

（達成型） 
○柔軟かつ機動的に

組織の見直し等の組

織運営を行うこと 
○保有資産について

は、引き続き、利用度

の把握等を行うこと 
○業務経費（人件費、

公租公課等の所要額

計上を必要とする経

＜主要な業務実績＞ 
１．組織の見直しの継続 

①組織の見直し 

〇海洋フロンティア開発

の推進強化に貢献するた

め、水中工学センターを

水中工学系に組織替えす

ることを決定。 

〇国際ルール形成への戦

略的な関与の強化を図る

ため、国際基準や審議対

応に重点化した構造安全

評価系を設置。 

②保有資産の見直し 

〇 研 究 所が 保 有す る

400m 試験水槽等の大型

研究施設については、減

損会計に関連して、使用

状況、稼働日数、今後の

使用の予定等について１

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 
〇社会・行政のニーズに確

実に回答を出すため、既存

の組織を見直しつつ、ニー

ズに合致した組織作りを進

めており、事業運営の効率

化としても、引き続き研究

所の研究業務及び管理業務

を含む業務全般についてさ

らなる効率化及び改善を図

っている。 
〇契約の適正化及び透明性

の確保の取組を実施した。 
〇内部統制について、通則

法改正に伴う対応等体制整

備を実施しているところで

あり、所期の目標を達成し

ていると判断されるためＢ

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置については、

評価軸の観点等を総合的に勘案した結果、所期の目標を達成していると認めら

れる。 
 

＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・一般的な国内組織同様の活動をしている。 
・ニーズにあった組織を常に見直し、体制を整備していることは、評価できる。 
・所期の目標を達成していると認められる。 
・継続的な組織の見直しや新しい取り組みが見られる。 
・組織、事業運営、内部統制それぞれにしっかりと取り組んでおり、問題ない。 
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管理部門の簡素化、

効率的な運営体制の

確保、アウトソーシ

ングの活用等によ

り、業務経費（人件

費、公租公課等の所

要額計上を必要とす

る経費及び特殊要因

により増減する経費

を除く。）について、

中期目標期間中に見

込まれる当該経費総

額（初年度の当該経

費相当分に５を乗じ

た額。）を２％程度、

一般管理費（人件費、

公租公課等の所要額

計上を必要とする経

費及び特殊要因によ

り増減する経費を除

く。）について、経費

節減の余地がないか

自己評価を厳格に行

った上で、適切な見

直しを行い、中期目

標期間中に見込まれ

る当該経費総額（初

年度の当該経費相当

分に５を乗じた額。）

を６％程度抑制する

こと。  

加えて、使用許諾実

績等を踏まえた知的

財産の管理により、

知的財産権の保有コ

ストの削減を図りつ

つ、「Ⅲ．１．研究マ

ネジメントの充実と

研究成果の普及促

進」で述べた取組及

び本来業務に支障の

率化 

(１) 管理・間接

業務の効率化等 

電力使用量の抑制

等により管理・間

接業務の一層の効

率化を図るととも

に、近隣の研究機

関との共同調達や

コスト意識を徹底

して効率的な研究

の実施を図る等に

より、業務経費

（人件費、公租公

課等の所要額計上

を必要とする経費

及び特殊要因によ

り増減する経費を

除く。）につい

て、中期目標期間

中に見込まれる当

該経費総額（初年

度の当該経費相当

分に５を乗じた

額。）を２％程

度、一般管理費

（人件費、公租公

課等の所要額計上

を必要とする経費

及び特殊要因によ

り増減する経費を

除く。）につい

て、経費削減の余

地がないか自己評

価を厳格に行った

上で、適切な見直

しを行い、中期目

標期間中に見込ま

れる当該経費総額

（初年度の当該経

費相当分に５を乗

発の推進強化に貢

献するため、海洋

開発関係の組織強

化を行う。また、

国際ルール形成へ

の戦略的な関与の

強化を図るため、

構造系を構造安全

評価系と構造基盤

技術系に分割し、

体制を整備する。 

 

また、保有資産に

ついては、その保

有の必要性を不断

に検証する観点か

ら、引き続き、利

用度の把握等を行

う。 

２．事業運営の効

率化 

(１) 管理・間接

業務の効率化等 

電力使用量の抑制

等により管理・間

接業務の一層の効

率化を図るととも

に、近隣の研究機

関との共同調達や

コスト意識を徹底

して効率的な研究

の実施を図る等に

より、業務経費

（人件費、公租公

課等の所要額計上

を必要とする経費

及び特殊要因によ

り増減する経費を

除く。）、一般管

理費の抑制を図

る。 

費及び特殊要因によ

り増減する経費を除

く。）について、中期目

標期間中に見込まれ

る当該経費総額（初年

度の当該経費相当分

に５を乗じた額。）を

２％程度、一般管理費

（人件費、公租公課等

の所要額計上を必要

とする経費及び特殊

要因により増減する

経費を除く。）につい

て、経費節減の余地が

ないか自己評価を厳

格に行った上で、適切

な見直しを行い、中期

目標期間中に見込ま

れる当該経費総額（初

年度の当該経費相当

分に５を乗じた額。）

を６％程度抑制する

こと 
○契約の適正化を推

進し、業務運営の効率

化を図るとともに、研

究・開発事業等に係る

調達については、その

特殊性に配慮しつつ、

他の独立行政法人の

事例等をも参考に、透

明性が高く効果的な

契約の在り方を追求

すること 
○内部統制の更なる

充実・強化を図るとと

もに、情報セキュリテ

ィについて適切な対

策を講ずること 

件毎に確認し、機能を三

鷹本所に統合した大阪支

所の資産及び市場価値が

著しく下落した電話加入

権について減損の認識を

した。 

〇金融資産については、

債権等の事業用の金融資

産は保有おらず、現金及

び預金からなる流動資産

については、２５年度末

の時点で約４億円弱、年

間の支出額の１割弱とな

っている。 

２．事業運営の効率化 

（１）管理・間接業務の

効率化等 

①業務経費、一般管理費

の抑制 

〇省エネ対策として、研

究施設の稼動効率化、省

エネ型エアコンへの更

新、蛍光灯の代替として

LED 照明の設置を行っ

た。 

〇業務の効率化を図るた

め設置されている、業務

効率化・改善委員会では、

旅費、立替払い、図書の

購入等の運用の改善、適

正化を行うとともに、契

約手続きの改善等に付い

て検討を行い、加えて、

所員からの改善提案等の

活性化を図るための周知

等を行った。 

〇業務経費、一般管理費

の削減として、電力使用

量等の抑制、アウトソー

シングの他、文書の両面

印刷の実施、片面印刷紙

とした。 
 
＜課題と対応＞ 
〇所期の目標は達成した

が、引き続き業務運営の効

率化に取り組んでまいりた

い。 
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ない範囲での研究施

設の外部利用の促進

等により、収入の確

保・拡大を図ること。 

(２) 契約管理の強

化  

「独立行政法人の契

約状況の点検・見直

しについて」（平成21

年11月閣議決定）に

基づき、契約の適正

化を推進し、業務運

営の効率化を図ると

ともに、研究・開発事

業等に係る調達につ

いては、その特殊性

に配慮しつつ、他の

独立行政法人の事例

等をも参考に、透明

性が高く効果的な契

約の在り方を追求す

ること。  

 (３) 内部統制の充

実・強化  

内部統制の更なる充

実・強化を図るとと

もに、情報セキュリ

ティについて適切な

対策を講ずること。 

じた額。）を６％

程度抑制する。 

また、現有する知

的財産について

は、今後の活用見

込みと維持経費を

勘案し、権利維持

するものを取捨選

択することで保有

コストの削減に努

めるとともに、知

的財産の実施許諾

の推進、研究施設

の外部利用の促進

及び受託研究の獲

得拡大、競争的 

資金への積極的な

応募により、収入

の確保・拡大を図

る。なお、収入の

確保・拡大に当た

っては、民業を圧

迫しないように、

かつ、本来の研究

業務の円滑な実施

に支障を来さない

ようにするものと

する。 

 (２) 契約管理の

強化 

契約については、

「独立行政法人の

契約状況の点検・

見直しについて」

（平成21 年11 月

閣議決定）に基づ

く取組を着実に実

施することによ

り、契約の適正化

を推進し、業務運

営の効率化を図る

また、現有する知

的財産について

は、今後の活用見

込みと維持経費を

勘案し、権利維持

するものを取捨選

択することで保有

コストの削減に努

めるとともに、知

的財産の実施許諾

の推進、研究施設

の外部利用の促進

及び受託研究の獲

得拡大、競争的資

金への積極的な応

募により、収入の

確保・拡大を図

る。 

なお、収入の確

保・拡大に当たっ

ては、民業を圧迫

しないように、か

つ、本来の研究業

務の円滑な実施に

支障を来さないよ

うに、事前の確認

を行う。 

 (２) 契約管理の

強化 

契約については、

「独立行政法人の

契約状況の点検・

見直しについて」

（平成21 年11 月

閣議決定）に基づ

く取組を着実に実

施することによ

り、契約の適正化

を推進し、業務運

営の効率化を図る

ものとする。 

の再利用によるコピー用

紙使用量抑制などの取組

みをし、２６年度の業務

経費は５０１百万円とな

り、２５年度に比べ６９

百万円減、一般管理費は

７１．７百万円となり、

２５年度に比べて９．３

百万円増加したが、中長

期計画で掲げる目標に向

け着実に取組を行ってい

る。 

〇特許権の維持に関して

は、２６年度までに２２

６件の特許権が登録さ

れ、１３１件が出願中。 

〇特許使用料等収入につ

いては、特許使用料収入

６百万円、プログラム使

用料収入３９百万円とな

っており、過去最高の使

用料収入。 

また、使用許諾件数に

ついても増加し、過去最

高の使用許諾件数。 

〇民間企業に対して知的

財産の利用の働きかけを

行い、これらの結果によ

り、小型軽量型実海域ダ

クト（WAD）について２件

の使用許諾契約。加えて、

新しく開発したプログラ

ム VESTA に関しては、６

件も新規での使用許諾契

約が得られた。 

〇研究所の保有する施設

の利用ニーズは高いもの

があり、研究所はこれら

施設を外部の利用に供す

ることとしている。 

〇受託研究、競争的資金
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ものとする。 

この場合におい

て、研究・開発事

業等に係る調達に

ついては、その特

殊性に配慮しつ

つ、簡易入札の更

なる活用、他の独

立行政法人の事例

等をも参考に、透

明性が高く効果的

な契約の在り方を

追求するものとす

る。 

また、外部有識者

からなる契約監視

委員会による契約

状況の点検・見直

しを行う。 

 

(３) 内部統制の

充実・強化 

内部統制について

は、理事長のガバ

ナンスの確保、監

事監査、情報セキ

ュリティ強化等、

これまでの取組を

徹底する。 

この場合におい

て、研究・開発事

業等に係る調達に

ついては、その特

殊性に配慮しつ

つ、簡易入札の更

なる活用、他の独

立行政法人の事例

等をも参考に、透

明性が高く効果的

な契約の在り方を

追求するものとす

る。 

また、外部有識者

からなる契約監視

委員会による契約

状況の点検・見直

しを行う。 

 (３) 内部統制の

充実・強化 

内部統制について

は、理事長のガバ

ナンスの確保、監

事監査、情報セキ

ュリティ強化等、

これまでの取組み

を徹底する。 

加えて、コンプラ

イアンスマニュア

ルの改訂及び研修

内容の見直し等を

行い、コンプライ

アンス遵守の取組

みを強化する。 

については、年度計画に

定められている自己収入

の繰入額（８１百万円）

を確保することができ、

２６年度の研究計画を計

画通り遂行することが可

能になった。 

〇研究所の契約について

は、契約の適正化及び透

明性の向上のための取り

組みを行っており、仕様

書等の見直し等の取組み

を進めてきた結果、２６

年度は一者応札が減少。 

〇簡易入札制度により、

２６年度には３０３件に

ついて簡易入札を行い、

予定価格総額と契約価格

総額の差額で１，１４４

万円の減額効果。 

（３）内部統制の充実・

強化 

①ガバナンスの確保 

〇コンプライアンス研修

会を実施し、コンプライ

アンスの意識向上に努め

た。 

〇研究所の業務運営に関

する組織的又は個人的な

非違行為及び不正又は不

当な行為の早期発見及び

是正を図るため、引き続

き、相談窓口の周知徹底

を図るとともに、同制度

の利用環境の向上を図っ

た。 

〇独立行政法人通則法の

改正に伴い、内部統制シ

ステムの整備に関する事

項等を業務方法書に記載

することが義務付けられ
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たため、業務方法書の一

部変更及びそれに伴う関

係規程の改正を実施。 

〇規程の整備とともに実

効性を上げるため、内部

監査を実施。26年度から

は、研究費の更なる適正

執行を図るため、消耗品

の調達、保管状況につい

ても、監査時に、現場で

現物確認を実施。 

また、引き続き、「特定

情報資産（機密性の高い

情報）」に関する監査を行

い、管理台帳への記載及

び管理が適切に行われて

いることを確認するとと

もに、新たに管理台帳に

追加された特定情報資産

についても、適切に管理

が行われていることを確

認。 

〇監事監査については、

コンプライアンスを中心

に実施した上期監査、契

約状況等を中心に実施し

た年度末監査、会計監査

を中心とした決算期監査

の３回の監査を受け、指

摘事項に基づき業務の改

善を図った。 

〇研究不正行為について

の意識及び取り組みとし

ては、文部科学省の「研

究活動の不正行為への対

応等に関するガイドライ

ン」に対応するため、「研

究費の不正防止計画」や

「研究活動の不正行為へ

の対応に関する規程」等

の関係規程の見直しや研
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究倫理教育の実施等の体

制の整備を図った。 

〇情報セキュリティの強

化について、所内のセキ

ュリティポリシーや関連

規程を見直し、Web アク

セスに係るセキュリティ

の強化を行った。 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

３－１ 財務等に関する事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
交付金執行率 
 

－ － 95.9% 95.2% 94.2% 97.3% －    

 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 中期目標期間におけ

る予算、収支計画及

び資金計画につい

て、適正に計画し健

全な財務体質の維持

を図ること。  

特に、運営費交付金

を充当して行う事業

については、「Ⅳ．業

務運営の効率化に関

する事項」で定めた

事項について配慮し

た中期計画の予算を

作成し、当該予算に

よる運営を行うこ

と。 

１．予算（人件費

の見積もりを含

む。）、収支計画

及び資金計画 

(１) 予算 （別

紙） 

(２) 収支計画 

（別紙） 

(３) 資金計画 

（別紙） 

２．短期借入金の

限度額 

予見し難い事故等

の事由に限り、資

金不足となる場合

における短期借入

金の限度額は、

700 百万円とす

る。 

３．不要な財産を

処分する計画 

特になし。 

１．予算（人件費

の見積もりを含

む。）、収支計画

及び資金計画 

（１）予算 （別

紙） 

（２） 収支計画 

（別紙） 

（３） 資金計画 

（別紙） 

特に、本年度は、

25 年度末に雪害

により損傷を受け

た実海域再現水槽

の復旧費用の捻出

を考慮した適切な

予算運用を行う。 

２．短期借入金の

限度額 

予見し難い事故等

の事由に限り、資

金不足となる場合

１．評価軸 
○持続可能で有効な

法人運営がなされて

いるか 

２．評価項目 

（達成型） 

○中期目標期間にお

ける予算、収支計画及

び資金計画について、

適正に計画し健全な

財務体質の維持を図

ること。 

＜主要な業務実績＞ 
〇予算について、年度計

画では、運営費交付金を

充てるべき支出のうち８

１百万円を自己収入から

充当する予算になってい

るが、受託収入及びその

他収入からこの金額を捻

出し、年度計画を確実に

達成。 
〇２６年２月の雪害によ

る実海域再現水槽建屋の

倒壊に伴う緊急工事費、

建屋撤去費用等につい

て、施設整備費補助金な

どを確保し、２７年５月

に復旧。 
 

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 
〇目標期間における予算、

収支計画及び資金計画につ

いて、適正に計画し健全な

財務体質の維持を図った。 
〇２６年２月の雪害により

実海域再現水槽の建屋が倒

壊したが、緊急工事費、建屋

撤去費用等について、施設

整備費補助金などを確保

し、被害の拡大防止、早期復

旧に努め、研究業務に支障

がないよう対応した。 
これらにより、所期の目標

を達成していると判断され

るため、Ｂとした。 
 
＜課題と対応＞ 
〇今後も健全な財務体質の

維持を図ること目標とし、

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
財務等に関する事項については、評価軸の観点等を総合的に勘案した結果、

所期の目標を達成していると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
（実績に対する課題及び改善方策など） 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・所期の目標を達成していると認められる。 
・順調な実績である。 
・特に問題ない。 
 



42 
 

４．重要な財産を

譲渡し、又は担保

にする計画 

特になし。 

５．剰余金の使途 

① 施設・設備の整

備（補修等を含む） 

② 業務に必要な

土地、建物の購入 

③ 海外交流事業

の実施（招聘、セ

ミナー、国際会議

の開催） 

④ 所内公募型研

究の実施財源 

における短期借入

金の限度額は、

700 百万円とす

る。 

３．不要な財産を

処分する計画 

特になし 

４．重要な財産を

譲渡し、又は担保

にする計画 

特になし 

５．剰余金の使途 

剰余金が発生した

場合には、独立行

政法人通則法及び

中期計画に従い、

適切な処理を行

う。 

特に、運営費交付金を充当

して行う事業については、

「Ⅳ．業務運営の効率化に

関する事項」で定めた事項

について配慮した中長期計

画の予算を作成し、当該予

算による運営を行っていき

たい。 

 
４．その他参考情報 
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業務実績等報告書様式２－１－４－２ 国立研究開発法人 年度評価 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項）様式 

 
１．当事務及び事業に関する基本情報 

４－１ その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項 

当該項目の重要度、難易

度 
－ 関連する政策評価・行政事業

レビュー 
 

 
２．主要な経年データ 
 評価対象となる

指標 
達成目標 基準値等 

（前中長期目標期間

最終年度値等） 

２３年度 ２４年度 ２５年度 ２６年度 ２７年度   （参考情報） 
当該年度までの累積値等、必要な

情報 
ラスパイレス指

数(事務職) 
－ 99.8 103.1 100.4 98.4 98.1 －    

ラスパイレス指

数（研究職） 
－ 99.9 100.8 99.7 100.4 100.7 －    

削減対象人件費 
(百万円) 
 (補正後削減率) 

 1,926 1,669 
(-9.9%) 

1,515 
(-10.3%) 

1,518 
(-9.8%) 

1,777 
(-5.5%) 

－   H23 年度人件費、基準値(17 年度)
と比較して 9.9%減（給与改定等補

正後） 
 
３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価及び主務大臣による評価 
 中長期目標 中長期計画 年度計画 主な評価指標 法人の業務実績・自己評価 主務大臣による評価 

業務実績 自己評価 
 １．施設及び設備に

関する計画  

研究所の高いポテン

シャルを維持し、社

会・行政ニーズの高

い重点研究テーマに

ついて質の高い成果

を確実かつ効率的に

得るために必要な施

設を計画的に整備・

維持管理を行うとと

もに、その有効利用

を図ること。  

また、「独立行政法人

の事務・事業の見直

しの基本方針」を受

け、大阪支所につい

１．施設及び設備

に関する計画 

中期目標の期間中

に、グリーン・イ

ノベーションのた

めの環境技術研究

等を加速するため

や施設の保守、耐

震補強等を行うた

め、以下の施設の

更新、大規模改修

を検討する。 

また、既存の施

設・設備につい

て、研究を実施し

ていくうえで必要

不可欠なものの維

１．施設及び設備

に関する計画 

一部研究棟の耐震

工事を引き続き実

施するとともに、

海洋構造物試験水

槽の性能向上のた

めの改修工事等を

一部実施する。 

また、既存の施

設・設備につい

て、研究を実施し

ていくうえで必要

不可欠なものの維

持管理に予算を重

点配算するととも

に、その有効利用

１．評価軸 
○持続可能で有効な

法人運営がなされて

いるか 

○人件費の削減に取

り組んでいるか 

２．評価項目 

（達成型） 
○必要な施設を計画

的に整備・維持管理を

行うとともに、その有

効利用を図ること 
○総人件費について

も、「簡素で効率的な

政府を実現するため

の行政改革の推進に

関する法律」（平成 18

＜主要な業務実績＞ 
１．施設及び設備に関す

る計画 
〇２号館について、２４

年度予算から３ヶ年に

わたり必要な費用を計

上し、耐震工事を実施。 
〇海洋構造物試験水槽に

ついて、機能を向上する

ため、工事費を２５年度

補正予算で確保し、２６

年度に完了。 
〇２６年２月の雪害によ

り倒壊した実海域再現水

槽の建屋については、被

害の拡大防止のため建屋

の撤去等を行うととも

＜評定と根拠＞ 
評定：Ｂ 
 
〇必要な施設を計画的に整

備・維持管理を行うととも

に、その有効利用を図って

いる。 
〇人件費について、基準と

なる第 1 期中期目標期間の

最終年度に対して、着実に

削減を進めている。 
○給与水準は国家公務員と

同水準である。 
これらにより、所期の目標

を達成していると判断され

るため、Ｂとした。 
 

評定 Ｂ 
＜評定に至った理由＞ 
その他主務省令で定める業務運営に関する重要事項については、評価軸の観

点等を総合的に勘案した結果、所期の目標を達成していると認められる。 
 
＜今後の課題＞ 
 
＜その他事項＞ 
（研究開発審議会の主な意見） 
・適切と考える。 
・所期の目標を達成していると認められる。 
・順調に推移している。 
・特に問題ない。 



44 
 

て、三鷹本所への統

合による廃止を検討

すること。 

２．人事に関する計

画  

給与水準について

は、国家公務員の給

与水準も十分考慮

し、手当を含め役職

員給与の在り方につ

いて厳しく検証した

上で、目標水準・目標

期限を設定してその

適正化に計画的に取

り組むとともに、そ

の検証結果や取組状

況を公表するものと

する。  

また、総人件費につ

いても、「簡素で効率

的な政府を実現する

ための行政改革の推

進に関する法律」（平

成18年法律第47号）

に基づく平成18年度

から５年間で５％以

上を基本とする削減

等の人件費に係る取

組を23年度も引き続

き着実に実施すると

ともに、政府におけ

る総人件費削減の取

組を踏まえ、厳しく

見直すものとする。 

持管理に予算を重

点配算するととも

に、その有効利用

を図る。 

① 海洋構造物試

験水槽の改修工事 

② 400m 試験水槽

の改修工事 

③ 研究棟の耐震

工事 

また、「独立行政

法人の事務・事業

の見直しの基本方

針」を受け、大阪

支所について、そ

の機能を三鷹本所

に統合することを

検討する。 

２．人事に関する

計画 

中期目標期間中

に、定年退職等を

含めた適切な人員

管理を行い、その

結果生じた減員に

ついては、公募に

よる選考採用や産

学官との連携強化

のための人事交

流、任期付き研究

員の採用を図るこ

ととするが、業務

運営の効率化など

により人員管理の

効率化に努める。 

給与水準について

は、国家公務員の

給与水準も十分考

慮し、手当を含め

役職員給与の在り

方について厳しく

を図る。 

特に、本年度は、

25 年度末に雪害

により損傷を受け

た実海域再現水槽

について、26 年 

度内に復旧出来る

ように対応を図

る。 

２．人事に関する

計画 

中期目標期間中

に、定年退職等を

含めた適切な人員

管理を行い、その

結果生じた減員に

ついては、公募に

よる選考採用や産

学官との連携強化

のための人事交

流、任期付き研究

員の採用を図るこ

ととするが、業務

運営の効率化など

により人員管理の

効率化に努める。 

給与水準について

は、国家公務員の

給与水準も十分考

慮し、手当を含め

役職員給与の在り

方について厳しく

検証した上で、給

与改定に当たって

は、引き続き、国

家公務員に準拠し

た給与規程の改正

を行い、その適正

化に取り組むとと

もに、その検証結

果や取組状況を公

年法律第 47 号）に基

づく平成 18 年度から

５年間で５％以上を

基本とする削減等の

人件費に係る取組を

23 年度も引き続き着

実に実施するととも

に、政府における総人

件費削減の取組を踏

まえ、厳しく見直す。 

に、新建屋の建設を行い、

２７年５月に完成。 
２．人事に関する計画 
〇研究所では研究ポテ

ンシャルを向上させる

ため、戦略的に研究者の

採用を実施しています。 
さらに、新卒者のみなら

ず、研究所が特に重点的

に強化すべきと捉える

分野・組織において高度

の専門性を有する経験

豊富な研究者を民間、大

学等からも採用してい

ます。 
この結果、２６年度には

新人研究員５名、任期付

き研究員等７名を新た

に採用。 
〇総人件費について、業

務運営の効率化等によ

り、削減するよう努める

とともに、２６年度にお

いては、国の給与改正に

準じて、俸給月額を平均

０．３％引き上げ、自動

車等利用者の通勤手当を

使用距離の区分に応じ引

き上げ、勤勉手当の支給

月数を０．１５月分引き

上げ、昇給を１号俸抑制

に関する改正を実施。 
〇給与水準について、ラ

スパイレス指数は事務

職９８．１、研究職１０

０．７となっている。 
 

＜課題と対応＞ 
〇引き続き持続可能で有効

な法人運営を行い、さらな

る人件費の削減に取り組ん

でいきたい。 
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検証した上で、給

与改定に当たって

は、引き続き、国

家公務員に準拠し

た給与規程の改正

を行い、その適正

化に取り組むとと

もに、その検証結

果や取組状況を公

表する。 

なお、人件費※

注）に関し、「簡

素で効率的な政府

を実現するための

行政改革の推進に

関する法律」（平

成18 年法律第47 

号）において削減

対象とされた人件

費（以下「総人件

費改革において削

減対象とされた人

件費」という。）

について、平成18 

年度から５年間で

５％以上を基本と

する削減等の人件

費に係る取組を23 

年度も引き続き実

施する。 

ただし、今後の人

事院勧告を踏まえ

た給与改定分及び

以下に該当する者

に係る人件費（以

下「総人件費改革

の取組の削減対象

外となる任期付研

究者等」とい

う。）については

削減対象から除く

表する。 

なお、人件費※

注）に関し、「簡

素で効率的な政府

を実現するための

行政改革の推進に

関する法律」（平

成18 年法律第47 

号）において削減

対象とされた人件

費（以下「総人件

費改革において削

減対象とされた人

件費」という。）

について削減を図

る。 

ただし、今後の人

事院勧告を踏まえ

た給与改定分及び

以下に該当する者

に係る人件費（以

下「総人件費改革

の取組の削減対象

外となる任期付研

究者等」とい

う。）については

削減対象から除く

こととする。 

� 競争的資金又は

受託研究若しくは

共同研究のための

民間からの外部資

金により雇用され

る任期付職員 

� 国からの委託費

及び補助金により

雇用される任期付

研究者 

� 運営費交付金に

より雇用される任

期付研究者のう
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こととする。 

�  競争的資金又

は受託研究若しく

は共同研究のため

の民間からの外部

資金により雇用さ

れる任期付職員 

�  国からの委託

費及び補助金によ

り雇用される任期

付研究者 

�  運営費交付金

により雇用される

任期付研究者のう

ち、若手研究者

（平成 17 年度末

において37 歳以

下の研究者をい

う。） 

※注） 対象とな

る「人件費」の範

囲は、常勤役員及

び常勤職員に支給

する報酬（給

与）、賞与、その

他の手当の合計額

とし、退職手当、

福利厚生費（法定

福利費及び法定外

福利費）を除く。 

 

３．「独立行政法

人海上技術安全研

究所法」（平成11 

年法律第208 号）

第12 条第１項に

規定する積立金の

使途 

第２期中期目標期

間中からの繰越積

立金は、第２期中

ち、若手研究者

（平成17 年度末

において37 歳以

下の研究者をい

う。） 

※注）対象となる

人件費の範囲は、

常勤役員及び常勤

職員に支給する報

酬（給与）、賞

与、その他の手当

の合計額とし、退

職手当、福利厚生

費（法定福利費及

び法定外福利費）

を除く。 

なお、海洋フロン

ティア開発の推進

強化に貢献するた

め「総人件費改革

の取組の削減対象

外となる任期付研

究者等」の積極的

な活用等を図る。 
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期目標期間以前に

自己収入財源で取

得し、第３期中期

目標期間へ繰り越

した有形固定資産

の減価償却に要す

る費用等に充当す

る。 

 
４．その他参考情報 
 

 

 


